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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1)連結経営指標等
 

回次 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期

決算年月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月

売上高 （千円） 5,461,918 5,411,482 5,517,458 5,804,616 6,130,063

経常損益 （ 〃 ） △73,554 △358,938 △607,136 △217,043 42,907

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
（ 〃 ） △150,833 △482,623 △1,678,908 △116,941 27,433

包括利益 （ 〃 ） △167,548 △490,602 △1,678,908 △116,941 26,704

純資産額 （ 〃 ） 755,208 264,389 △1,057,901 9,203 306,384

総資産額 （ 〃 ） 2,010,703 1,526,126 1,409,140 1,408,810 1,687,830

１株当たり純資産額 （ 円 ） 25.06 8.84 △31.88 △4.29 0.38

１株当たり当期純損失

（△）
（ 〃 ） △5.07 △16.22 △52.81 △2.49 0.25

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益
（ 〃 ） － － － － 0.19

自己資本比率 （ ％ ） 37.1 17.2 － 0.5 17.9

自己資本利益率 （ 〃 ） △20.2 △94.7 △258.4 △6.1 9.1

株価収益率 （ 倍 ） － － － － 185.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 47,867 △225,599 △432,522 △473,703 △60,807

投資活動による

キャッシュ・フロー
（ 〃 ） △66,067 △42,912 △200,681 △11,530 △227,749

財務活動による

キャッシュ・フロー
（ 〃 ） △243,766 △18,641 562,887 547,903 182,656

現金及び現金同等物の

期末残高
（ 〃 ） 558,721 271,568 201,252 276,429 170,529

従業員数

（ 人 ）

56 50 84 58 69

［外、平均臨時雇用者

数］
[768] [592] [769] [644] [594]

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第50期、第51期及び第52期については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるために、ま

た、第49期については、潜在株式が存在しないために、潜在株式調整後１株当たり当期純利益を記載しており

ません。

３．第49期、第50期、第51期及び第52期の株価収益率については、１株当たり当期純損失であるため記載してお

りません。
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(2)提出会社の経営指標等
 

回次 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期

決算年月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月

売上高 （千円） 3,092,130 3,068,749 2,797,557 2,429,368 2,647,446

経常利益又は経常損失

（△）
（ 〃 ） △18,352 △422,508 △1,274,087 △186,305 78,195

当期純利益又は純損失

（△）
（ 〃 ） △97,985 △532,592 △1,845,889 △126,799 174,418

資本金 （ 〃 ） 2,769,338 2,769,338 2,769,338 3,357,966 10,000

発行済株式総数 （ 株 ） 29,754,342 29,754,342 33,246,765 131,676,765 143,276,765

うち、普通株式 （ 株 ） 29,754,342 29,754,342 33,246,765 91,676,765 117,546,265

うち、Ａ種種類株式 （ 株 ） － － － 40,000,000 25,730,500

純資産額 （千円） 804,379 273,227 △1,216,044 △165,407 279,488

総資産額 （ 〃 ） 1,647,311 1,225,015 719,164 832,464 1,184,020

１株当たり純資産額 （ 円 ） 27.04 9.14 △36.63 △6.19 0.15

１株当たり配当額

（ 〃 ）

－ － － － －

（うち１株当たり中間

配当額）
(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益

又は純損失（△）
（ 〃 ） △3.29 △17.90 △58.06 △2.70 1.61

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益
（ 〃 ） － － － － 1.19

自己資本比率 （ ％ ） 48.8 22.9 － － 23.2

自己資本利益率 （ 〃 ） △12.2 △104.7 △251.5 － 63.5

株価収益率 （ 倍 ） － － － － 29.1

配当性向 （ ％ ） － － － － －

従業員数

（ 人 ）

31 34 24 26 26

［外、平均臨時雇用者

数］
[6] [6] [6] [3] [465]

株主総利回り （ ％ ） － － － － －

（比較指標：配当込み

TOPIX）
（ ％ ） (97.9) (84.2) (48.4) (24.2) (49.5)

最高株価 （ 円 ） 158 99 161 62 108

最低株価 （ 円 ） 70 78 43 21 16

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第50期、第51期及び第52期については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるために、ま

た、第49期については、潜在株式が存在しないために、潜在株式調整後１株当たり当期純利益を記載しており

ません。

３．第49期から第52期の株価収益率については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

４．第53期において、子会社であった株式会社東京小僧寿しを吸収合併しております。
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２【沿革】

年月 事項

1972年２月 大阪市東区（現中央区）に、寿しの製造、販売の指導を目的として、株式会社小僧寿し本部を資

本金50万円をもって設立、加盟販売店27店舗

1975年３月 株式会社小僧寿し配送センターの株式1,800株（出資比率36％）を取得

1977年１月 大阪府吹田市に研修センターが完成し、小僧寿しチェーン加盟者及びその従業員を対象に継続的

指導、研修制度が本格的にスタート

1977年６月 加盟販売店1,000店舗達成

1978年６月 兵庫県西宮市阪神流通センター内に、本格的配送センターが完成し、大量配送体制確立

1981年４月 加盟販売店2,000店舗達成

1986年１月 大阪府吹田市に本社移転

1994年６月 日本証券業協会へ店頭売買株式として登録

1997年10月 当社のフランチャイジーであった株式会社マルマフーズから17販売店及び１倉庫並びに事務所の

営業を譲受

1999年10月 子会社、株式会社小僧寿し岡山を設立。当社のフランチャイジーであった株式会社天満屋フーズ

より20販売店の営業を譲受け同社に移管

1999年11月 子会社、株式会社小僧寿し長野を設立し、直営店19店舗を移管

2000年１月 子会社、株式会社小僧寿し静岡を設立。当社のフランチャイジーであった株式会社サンフレンド

より42販売店の営業を譲受け、そのうち12店舗を同社に移管

2000年８月 株式会社札幌海鮮丸の株式800株（出資比率40.8％）を取得

2001年11月 子会社、有限会社寿し花館西広島を設立

2002年１月 株式会社東京小僧寿しと合併。本社を東京都豊島区に移転

合併に伴い、株式会社札幌海鮮丸は連結子会社となる

2002年６月 子会社、株式会社ムーン設立。当社のカラオケ事業を移管

2003年６月 子会社、KOZO SUSHI AMERICA,INC.（日本名：株式会社米国小僧寿し）を米国ハワイ州に設立

2004年12月 日本証券業協会の登録を取消し、ジャスダック証券取引所へ上場

2007年３月 本社を東京都武蔵野市に移転

2007年12月 子会社、株式会社小僧寿し岡山、子会社、株式会社小僧寿し長野、子会社、株式会社小僧寿し静

岡及び子会社、有限会社寿し花館西広島を解散

2009年１月 持分法適用関連会社、株式会社小僧寿し配送センター全株式を売却

2009年２月 子会社、株式会社ムーン全株式を売却

2010年４月 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（大阪証券

取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に上場

2011年３月 本社を東京都立川市に移転

2012年６月 商号を株式会社小僧寿しに変更、本社を東京都中央区に移転

2012年８月 子会社、株式会社茶月東日本を設立

2012年10月 子会社、株式会社茶月東日本が株式会社春陽堂、株式会社茶月より東関東の持ち帰り寿し、「茶

月」の事業を譲受ける

2013年３月 子会社、株式会社札幌海鮮丸全株式を売却

2013年７月 大阪証券取引所と東京証券取引所の市場統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダー

ド）に株式を上場

2013年10月

2016年６月

2016年７月

2016年９月

2016年９月

2017年７月

2017年８月

2018年６月

2018年６月

2019年12月

2020年11月

子会社、株式会社東京小僧寿しを設立

株式会社阪神茶月および株式会社スパイシークリエイトを子会社化

株式会社けあらぶを子会社化

子会社、株式会社けあらぶにて、介護サポートサービス株式会社を子会社化

本社を東京都品川区に移転

子会社、株式会社東京小僧寿しが株式会社茶月東日本を吸収合併

子会社、株式会社スパイシークリエイトが株式会社阪神茶月を吸収合併

株式会社デリズを子会社化

本社を東京都中央区へ移転

介護サポートサービス株式会社を株式譲渡

子会社であった株式会社東京小僧寿しを吸収合併
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３【事業の内容】

当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社（株式会社小僧寿し）、連結子会社４社により構成されてお

り、持ち帰り寿し事業等、連結子会社によるデリバリー事業、小僧寿しフランチャイザーとして加盟者に対する原材料

の供給と経営指導を主たる業務としております。

当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業における位置づけは次の通りであります。

なお、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第５　経理の状況　１　連結財務

諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載の通りであります。

 

（１）持ち帰り寿し事業等

持ち帰り寿し事業…株式会社小僧寿しが「小僧寿し」の商標で直営71店舗、「茶月」の商標で直営２店舗、それぞ

れ持ち帰り寿しの販売を行っております。

株式会社スパイシークリエイトが、「茶月」の商標で直営３店舗を有し、持ち帰り寿しの販売

を行っております。

その他飲食店事業…株式会社小僧寿しが「元祖唐揚げ中津屋」の商標で直営２店舗を有し、からあげの販売を行っ

ております。

　　　　　　　　　株式会社スパイシークリエイトが「カレーハウススパイシー」を直営５店舗、「サンマルコ」

を直営１店舗を有し、イートイン形式の飲食店の運営を行っております。

寿しＦＣ事業………当社が「小僧寿しチェーン」のフランチャイズシステムに基づき加盟者と契約し、商標の使用

による知名度、信用力の供与および店舗造作、商品製造、商品販売等に関する指導を行い、ロ

イヤリティ収入を得ており、その店舗数は115店舗であります。

株式会社小僧寿しが「茶月」のフランチャイズシステムに基づき加盟者と契約を締結し、商標

の使用による知名度、信用力の供与および店舗造作、商品製造、商品販売等に関する指導を行

い、ロイヤリティ収入を得ており、その店舗数は９店舗であります。

KOZO SUSHI AMERICA,INC.が米国ハワイ州において「小僧寿しチェーン」のフランチャイズシ

ステムに基づき加盟者と契約し、商標の使用による知名度、信用力の供与および店舗造作、商

品製造、商品販売等に関する指導を行い、ロイヤリティ収入を得ており、その店舗数は７店舗

であります。

（２）デリバリー事業

複合型宅配事業……株式会社デリズが直営で16店舗を有し、自社調理品の宅配販売を行っております。

宅配ＦＣ事業………株式会社デリズが「デリズ」のフランチャイズシステムに基づき加盟者と契約を締結し、商標

の使用による知名度、信用力の供与および店舗造作、商品製造、商品販売等に関する指導を行

い、ロイヤリティ収入を得ており、その店舗数は64店舗であります。
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〔事業系統図〕

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次の通りであります。

 

（2020年12月31日現在）

（注）

・「KOZOSUSHI AMERICA,INC.」につきましては、事業の重要性が高まった事により第52期より連結対象としており

ます。
・第52期まで連結子会社でありました「介護サポートサービス株式会社」は、2019年12月25日に事業譲渡した事に
より連結から除外しております。
・株式会社東京小僧寿しは、第53期において、株式会社小僧寿しを存続会社とする吸収合併の実施により消滅いた
しました。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の
内容

議決権の所有
（被所有）
割合（％）

関係内容

（子会社）      

株式会社デリズ

（注）１、４、７
福岡県福岡市 82,034

デリバリー事

業
100.0

当社より原材料を購入して

いる。資金援助あり。

役員の兼務

株式会社スパイシークリエイト

（注）１，６
大阪府大阪市 10,000

持ち帰り寿し

事業等
77.1

当社より原材料を購入して

いる。資金援助あり。

役員の兼務

株式会社けあらぶ

（注）５
東京都品川区 12,500

介護・福祉事

業
50.0

当社より資金援助を受けて

いる。

KOZO SUSHI AMERICA,INC.

 
米国ハワイ州

38千

米ドル

持ち帰り寿し

事業等
100.0

経営管理に関するサービス

の提供

（注）１．上記子会社は特定子会社に該当しております。

２．関係会社の「主要な事業の内容」欄には、報告セグメントの名称を記載しております。

３．当社は2020年11月16日付で、連結子会社であった株式会社東京小僧寿しを吸収合併しております。

４．債務超過会社で債務超過の額は、2020年12月末時点で504,536千円となっております。

５．債務超過会社で債務超過の額は、2020年12月末時点で41,640千円となっております。

６．債務超過会社で債務超過の額は、2020年12月末時点で224,917千円となっております。

７．株式会社デリズについては、売上高（連結会社相互間の内部売上を除く）の連結売上高に占める割合が10％

を超えております。

主要な損益情報等 （１）売上高 1,907,944千円

 （２）経常利益 85,803 

 （３）当期純利益 104,799 

 （４）純資産額 △504,536 

 （５）総資産額 457,252 
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５【従業員の状況】

（１）連結会社の状況

 2020年12月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

持ち帰り寿し事業等 24 （461）

デリバリー事業 33 （129）

全社（共通） 12 （4）

合計 69 （594）

　（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、年間の平均人員を（　）外数で記

載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数及び臨時雇用者数は、特定のセグメントに区分できない管理部

門に所属しているものであります。

 

（２）提出会社の状況

    2020年12月31日現在

従業員数（人） 平均年令（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

26 （465） 48.35 13.04 4,243,988

 

セグメントの名称 従業員数（人）

持ち帰り寿し事業等 14 （461）

全社（共通） 12 （4）

合計 26 （465）

　（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、年間の平均人員を（　）外数で

記載しております。

２．平均年間給与には、賞与及び基準外賃金が含まれております。

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

（３）労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループは、「小僧寿しグループ」が持つブランド価値の最大化を今後の成長戦略の基軸として考え、幅広

い世代に必要とされ、今以上に愛されるブランドへと進化するため、現在の消費者のライフスタイルとニーズに即

した「新生小僧寿し」および「新生茶月」のリブランド開発を進めてまいると共に、全国を網羅するフランチャイ

ズ事業体制の構築、および今後の成長戦略としてのデリバリー事業の推進を通して、国内外で有数のフランチャイ

ズ企業を目指してまいります。

 

具体的な施策は、以下の通りであります。

 

（１）「小僧寿し」および「茶月」店舗のリブランド・プロジェクト

幅広い世代に必要とされ、今以上に愛されるブランドへと進化するため、現在の消費者のライフスタイルやニー

ズに即した店舗を開発し、全国の直営店舗およびフランチャイズ店舗について、リブランド化を進めて参ります。

2019年12月期において、小僧寿し直営店全店に唐揚げブランドの併設を完了いたました。また、2020年12月期に

おいては、直営店の39店舗に対して、株式会社フジタコーポレーションとのコラボレーションにより開発した[小

僧寿し　×　かつてん]のコラボレーション店舗へとリブランドをいたしました。

 

（２）デリバリー事業の推進

　株式会社デリズの運営する宅配事業の店舗展開を中心に、資本業務提携先である株式会社JFLAホールディングス

が運営するブランドデリバリー導入、人気レストランおよびシェフとのコラボレーションによるデリバリーブラン

ドの開発を進める一方で、同社とのエリアフランチャイズ契約の締結による、フランチャイズ加盟店の出店推進を

進めてまいります。
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２【事業等のリスク】

当社グループの事業、経営成績等において、業績に重大な影響を及ぼす可能性のある事項には、主として以下のよ

うなリスクがあります。なお、本項につきましては将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計

年度末現在において判断したものであります。

 

①　食品衛生管理

当社グループが運営する各店舗は「食品衛生法」により規制を受けております。

「食品衛生法」は、食品の安全性確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じることによ

り、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的とした法律であります。飲

食店を営業するにあたっては、食品衛生責任者を置き、厚生労働省令の定めるところにより都道府県知事の許可を

受ける必要があります。

食中毒等の事故を起こした場合は、この法的規制により食品などの廃棄処分、営業許可の取り消し、営業の禁

止、一定期間の営業停止等を命じられるリスクがあります。

 

②　食材調達

当社グループは外食産業として、食の安全を第一と考え、良質な食材の調達に努めております。しかし、食材

調達にあたっては、次のようなリスクが発生する可能性があります。当社グループでは、在庫水準の見直しや産

地および取引先の分散化を進める等、これらのリスクを出来る限り回避するように取り組んでおります。

イ）疾病の発生

主に海外から輸入している食材については鳥インフルエンザやＢＳＥ（牛海綿状脳症）、口蹄疫等の疾病の

発生により、発生国からの輸入が停止となり、調達が困難になるリスクがあります。

ロ）天候不順・異常気象について

異常気象や冷夏等の天候不順の影響で、米・野菜・穀物等が不作となり、需給バランスが崩れることによっ

て、価格の上昇および調達自体の難航といったリスクが生じる可能性があります。

ハ）資源環境の変化および国際的な漁獲制限について

異常気象や冷夏等の天候不順、水産資源の枯渇化、漁獲状況等による影響の他、主に海外から輸入している

水産物食材については漁獲地での国策や国際的な漁獲制限で魚介類等が不足し、市場価格ならびに需給バラン

スが崩れる事によって、価格の上昇および調達自体の難航といったリスクが生じる可能性があります。

ニ）為替相場

当社グループは、寿し商品の主力使用食材として、海外漁獲による水産原料および生鮮加工商材の輸入品を

多く使用しているため、国際市場価格ならびに外国為替相場の動向により、食材価格を変動させ、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

特に米の不作、魚介類の輸入禁止措置などが食材価格を変動させ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。

 

③　食品事故

当社グループの店舗において食品事故が発生した場合、当社グループの社会的イメージの失墜や損害賠償金支払

い等によって、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

④　労務

当社グループの店舗では、主に準社員が主力となって運営しておりますが、今後、短時間労働者に対する社会保

険、労働条件などの諸制度に変更がある場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤　減損会計

当社グループは減損会計を適用しており、店舗、本部、事業所において設備等を保有しているため、減損が発生

した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

　　⑥　個人情報の漏洩

当社グループは社員、準社員の個人情報およびデリバリー事業等においては顧客情報を保有しております。これ

らの個人情報が漏洩した場合、当社グループの信用が失墜し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。
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⑦　ＦＣ加盟者

イ）加盟契約

当社グループは小僧寿しチェーンのフランチャイザーとしての機能を有しており、ＦＣ加盟者に対し商品製

造、商品販売等に関する指導等を行い、ロイヤリティを得ております。フランチャイズ契約の継続が何らかの要

因により困難となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

ロ）債権リスク

「債権リスク」とは、ＦＣ加盟者の金銭上の債務不履行等により訴訟が提訴され、損失を被るリスクを指し、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑧　新型コロナウイルス感染症拡大による事業継続への懸念

新型コロナウイルスの世界的感染拡大による影響を受け、今後未曾有の事態へと発展し、事業活動自体の継続に

性について疑義が生じるリスクがございます。当社においては、従業員による「密閉、密集、密接」環境下に対す

る回避の徹底、営業店舗における最大限の衛生管理体制構築を遵守し、現時点で、運営停止等の営業上の問題は生

じておりません。しかしながら、今後、１）店舗における新型コロナウイルス感染症の発症　２）政府及び自治体

による事業停止の勧告等の対象店舗となること等により、将来見通しが見定められない期間の営業停止が必要と

なった場合、飲食業に帰属した事業展開を行っている当社グループの売上高の大幅な減少が予想され、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑨　継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度まで、継続して重要な親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、2018

年12月期に債務超過となりましたが、前連結会計年度には、第５回及び第６回新株予約権並びにA種種類株式の発

行等で債務超過を解消いたしました。

また、財務体質の更なる強化として、当連結会計年度において、第10回新株予約権（行使価額修正条項付）を発

行するなど、当面の事業資金の確保が可能となり、資金面における当面の懸念は無くなっております。

これら一連の資本増強策を受け、当連結会計年度におきましては、2019年８月30日付「中期経営計画策定のお知

らせ ‒ 次期3ヵ年計画 2020年12月期 ～ 2022年12月期 - 」にて策定した事業計画に則り、①「小僧寿し」および

「茶月」店舗のリブランド推進　② 株式会社デリズを主体とするデリバリー事業の推進　③ 本部機能の統合によ

る経費削減等を進め、その成果が結実し、当期純利益を計上するに至りました。

しかし、持ち帰り寿し事業等は黒字化までに更なる事業成長が必要な状況である為、今後も事業計画を着実に遂

行していくことで、更なる安定した収益基盤の確保に努めてまいる所存です。

以上のとおり、事業セグメント段階において更なる改善の必要性があることから、継続企業の重要事象等が存在

する状況にありますが、一連の資本増強策の実行を受け、事業計画を達成すべく、グループを挙げて取り組んだ結

果、事業計画も堅調に進捗していることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断して

おります。今後更なる成長を果たすべく努めてまいります。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

業績等の概要

（１）業績

当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の改善諸兆候がみられたものの、世界的な新型コロナウィルス感

染症の拡大により、世界経済の先行きが不透明になるなど、厳しい状況が続いております。

当社が属する外食業界においては、2019年10月の消費税増税の影響による個人消費の低迷が生じていた中で、新型

コロナウィルス感染症拡大の防止策として、「密接」「密閉」「密着」の３密空間の回避、不要不急の外出自粛、イ

ベント開催の中止や動員数縮小などの影響により、消費マインドが減退するなど厳しい状況が続いております。

このような環境下において、当社グループは、2020年１月より、中期経営計画（2020年12月期から2022年12月期）

をスタートさせ、テイクアウトの寿司業態に依存しない、多角的かつ多機能を有する「小僧寿し」「茶月」へのリブ

ランド推進、及び、デリバリーブランド「デリズ」の更なる出店展開を中期経営計画の骨子と定め、当該計画を推進

しております。

当連結会計期間においては、前期に事業セグメントとしておりました介護・福祉事業につきまして、2019年12月に

株式譲渡をしたことから、当社グループ連結の売上高に対して減収となる影響が生じたものの、前述の新型コロナ

ウィルス感染症の拡大懸念に伴う影響により、３密空間の形成が生じにくい、テイクアウト需要、及びデリバリー需

要が増加する社会的背景の影響や、持ち帰り寿し店「小僧寿し」において、お寿司の提供に留まらない、唐揚げ、か

つ丼、天どんなどのブランドを併合する「小僧寿し」のリブランドを実施した点、デリバリーブランド「デリズ」の

新規出店に伴う増収効果が生じた点、などが生じたため、持ち帰り寿し事業、デリバリー事業ともに、増収となりま

した。

以上により、当連結会計期間の売上高は61億30百万円（前年同期比5.6％増加）となりました。2020年４月以降の

新型コロナウィルス感染症の拡大による外食産業全体への影響が生じる中において、テイクアウト需要、及びデリバ

リー需要が増加する社会的背景や、「小僧寿し」ブランドのリブランド推進による増収効果により、既存店の売上高

は、前年比を超過しております。また、2020年８月19日付「当社連結子会社である株式会社デリズによる、株式会社

JFLAホールディングスとのエリアフランチャイズ契約の締結に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、エリアフラ

ンチャイズ契約の締結による加盟金収入の増加により、当連結会計期間の営業利益は57百万円（前期は195百万円の

営業損失）となりました。経常利益は42百万円（前期は217百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する当期純利益

は27百万円（前期は116百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

 

　各セグメントの業績は、次の通りです。

（持ち帰り寿し事業等）

持ち帰り寿し事業等は、「持ち帰り寿し事業」「その他飲食店事業」「寿しＦＣ事業」より構成されております。

持ち帰り寿し事業におきましては、直営店として「小僧寿し」「茶月」を77店舗（前年同期比４店舗減少）、その他

飲食店事業として連結子会社である株式会社スパイシークリエイト展開する飲食店を７店舗（前年同期比３店舗減

少）有しており、持ち帰り寿し事業等の直営店舗数は、合計84店舗（前年同期比７店舗減少）となっております。同

セグメントの売上高は42億22百万円（前年同期比4.8％増加）、セグメント損失39百万円（前年同期は83百万円のセ

グメント損失）となりました。

 

（デリバリー事業）

デリバリー事業は、主に、宅配ポータルサイトの「出前館」（2018年４月23日に業務提携を締結した株式会社出前

館（旧社名　夢の街創造委員会株式会社）、UberEatsおよび株式会社デリズの自社WEBサイトを通じ受注した商品を

調理、宅配する事業です。デリズは、「ニッポンに新たなデリバリー文化を作る！」のビジョンのもと、今までお店

に行かなければ食べることができなかった料理を、自宅やオフィスにお届けする、新価値のデリバリーサービスを全

国で展開し、日本全国の名店や人気店、著名シェフとのコラボレーションを実施しており「DELISでしか食べられな

い商品」の開発に力を入れております。また、2020年８月19日付「当社連結子会社である株式会社デリズによる、株

式会社JFLAホールディングスとのエリアフランチャイズ契約の締結に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、100

店舗のエリアフランチャイズ権を付与しております（当連結会計期間において50店舗出店）。デリズでは、当該契約

の推進および更なるフランチャイズ加盟店の開拓、直営店の出店推進を通して、2025年までに300店舗のデリバリー

サービスの展開を目標としております。（当連結会計期間末における店舗数80店舗）

当連結会計期間におきましては、デリバリー需要の増加に伴う売上高増収、及び、エリアフランチャイズ契約の締結

による加盟金収入の増加により、同セグメント売上高は19億７百万円（前年同期比28.8％増加）、セグメント利益は

96百万円（前年同期は46百万円のセグメント損失）となりました。
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（２）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、新株予約権の行使による株式の発行

による収入２億66百万円が発生したものの、設備投資及び新規出店にかかる支出、有利子負債の返済による支出が発

生し、前連結会計年度末に比べ１億５百万円減少し、１億70百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は60百万円（前期は４億73百万円の減少）となりました。これ

は、税金等調整前純利益を計上したものの、売上債権の増加１億29百万円、未払金の減少28百万円等によるもので

す。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は２億27百万円（前期は11百万円の減少）となりました。これ

は主として、有形固定資産の取得による支出２億58百万円よるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における財務活動による資金の増加は１億82百万円（前期は５億47百万円の増加）となりました。

これは主として、新株予約権の行使による株式の発行による収入２億66百万円の発生によるものです。
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生産、受注及び販売の実績

（１）商品仕入実績

　当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）は「生産」を行っておりませんので、「生産実績」に代えて

「商品仕入実績」を記載いたします。

　当連結会計年度の商品仕入実績をセグメントごとに示すと次の通りであります。

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　2020年１月１日
至　2020年12月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

持ち帰り寿し事業等 持ち帰り寿し 2,104,872 103.5

デリバリー事業 飲食デリバリー 845,179 163.4

合計 2,950,052 110.5

　　　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

（２）受注実績

該当事項はありません。

 

（３）販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと次の通りであります。

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　2020年１月１日
至　2020年12月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

持ち帰り寿し事業等

商品販売 3,152,970 100.3

食材販売 979,651 123.8

ロイヤリティ収入等 89,496 97.1

デリバリー事業
商品販売 1,391,388 163.8

ロイヤリティ収入等 516,556 147.7

合計 6,130,063 105.6

　　　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

（１）重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成に当たって採用している重要な会計基準は「第５　経理の状況　１．連結財務

諸表等　(1)連結財務諸表　[注記事項]　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されていると

おりであります。この連結財務諸表の作成に当たり、決算日における資産、負債の報告数値並びに報告期間におけ

る収益・費用の報告数値に影響を与える見積りは、主に貸倒引当金、減損会計及び税効果会計等であり、その判

断・評価につきましては、過去の実績や状況に応じてその時点で合理的と考えられる要因を考慮したうえで継続的

な評価を行っておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は異なる場合があります。

 

（２）財政状態の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末からの２億79百万円増加し、16億87百万円となりました。

（流動資産）

当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末より52百万円増加し、７億79百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が１億13百万円減少した一方で、売掛金が１億24百万円増加したことに起因してお

ります。

 

（固定資産）

当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末より２億26百万円増加し、９億８百万円となり

ました。これは主に、持ち帰り寿し事業等におけるリブランド推進およびデリバリー事業における新規出店に伴

い、建物（純額）が１億69百万円増加、工具、器具及び備品（純額）が44百万円増加したことに起因しておりま

す。

 

（流動負債）

当連結会計年度末における流動負債の残高は、連結会計年度末より14百万円減少し、９億19百万円となりまし

た。これは主に、未払消費税等95百万円が増加した一方で、短期借入金、一年内返済予定の長期借入金が108百万

円減少したことに起因しております。

 

（固定負債）

当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末より３百万円減少し、４億62百万円となりまし

た。

 

（純資産）

当連結会計年度末における純資産の残高は、前連結会計年度末より２億97百万円増加し、３億６百万円となりま

した。これは主に、第７回及び第８回新株予約権の発行により、資本金および資本剰余金が、それぞれ１億33百万

円増加したことに起因しております。

 

（３）経営成績の分析

（売上高）

当連結会計年度における売上高は61億30百万円（前期３億25百万円増加）となりました。これは主に、テイクア

ウト需要およびデリバリー需要が増加したこと、デリバリー事業におけるエリアフランチャイズ契約金、ロイヤリ

ティ収入が増加したことに起因しております。

 

（売上総利益）

当連結会計年度における売上総利益は31億80百万円（前期比１億25百万円減少）となりました。これは主に、デ

リバリー事業における配達手数料が増加したことに起因しております。

 

（営業損益）

当連結会計年度における営業利益は57百万円（前期は１億95百万円の営業損失）となりました。これは主に、本

部機能の統合によるコスト削減、店舗運営状態の適正化による人件費の圧縮、デリバリー事業における増収が寄与

しております。
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（経常損益）

当連結会計年度における経常利益は42百万円（前期は2億17百万円の経常損失）となりました。これは主に、営

業損益の状況に起因しております。

 

（親会社株主に帰属する当期純損益）

当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は27百万円（前期は１億16百万円の親会社株主に帰属

する当期純損失）となりました。これは主に、経常損益の状況に起因しております。

 

（４）キャッシュ・フローの状況の分析並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、新株予約権の行使による株式の発

行による収入２億66百万円が発生したものの、設備投資及び新規出店にかかる支出、有利子負債の返済による支出

が発生し、前連結会計年度末に比べ１億５百万円減少し、１億70百万円となりました。

キャッシュ・フローの増減要因の分析は、「第２　事業の状況　３　業績等の概要」に記載しております。

当社の運転資金需要のうち主なものは、食材等仕入高、給与手当を含む販売費及び一般管理費等の営業費用であ

ります。投資を目的とした資金需要は、主に新規出店や店舗改装等に係る設備投資などであります。財務を目的と

した資金需要は、主に有利子負債の返済であります。

当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保する事を基本方針としております。現状、事業運

営上必要な運転資金は、主に自己資金及び第三者割当による新株発行等のエクイティファイナンスにより賄ってお

ります。

今後も、引き続き、安定した資金確保を努めてまいります。

 

（５）経営戦略の現状と見通し

「第２　事業の状況　１　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しております。
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４【経営上の重要な契約等】

①　第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行

当社は、2020年４月22日開催の取締役会決議に基づき、第７回新株予約権（行使価額修正条項付）（以下「第７

回新株予約権」といいます。）を発行しております。

なお、2020年５月20日付けで、第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行新株予約権数の5,800,000個に

ついて、全ての行使が完了しており、116百万円の払込を受けております。

新株予約権の概要は以下の通りであります。

（1）割当日 2020年５月14日（木）

（2）発行新株予約権数 5,800,000個

（3）発行価額 336,400円（新株予約権1個につき0.058円）

（4）当該発行による潜在

    株式数
潜在株式数：5,800,000株（新株予約権1個につき1株）

（5）資金調達の額 101,336,400円（注）

（6）行使価額及び行使価額

    の修正条件

当初行使価額：18円

下限行使価額：10円

本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日(以下に定義する。)に初回の修正がさ

れ、以後5価格算定日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される(当該修正が行わ

れた日を以下、「修正日」という。)。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以

下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下、「取引日」という。)

であって、以下に定める市場混乱事由が発生しなかった日をいう。行使価額が修正さ

れる場合、行使価額は、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下、「価格算定期間」と

いう。)の各価格算定日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の

売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の90％に相当する金額の1円未満の端数を切上

げた額(以下、「基準行使価額」という。)(但し、下限行使価額を下回る場合、下限行

使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定期間内に本新株予約権の発

行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算

定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加

重平均価格は当該事由を勘案して調整される。

当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を市場混乱事由と

定義する。

(1) 当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合

(2) 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所におい

て取引約定が全くない場合)

(3) 当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ

安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ

配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。)

（7）募集又は割当方法

（割当予定先）

第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を割当予定先であるEVO FUNDに割り当

てる

（8）新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合

の株式の発行価格及び

資本組入額

 

1．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る

本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予

約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄

記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

2．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準

備　 金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の

額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分

の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額

とする。)当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する

資本準備金の額とする。
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（9）行使期間

1．本新株予約権の行使期間

2020年５月15日(当日を含む。)から2021年５月14日(当日を含む。)までとする。但

し、本新株予約権の行使期間の最終日までに以下に定める市場混乱事由が生じた場

合、本新株予約権の行使期間は、当該市場混乱事由の発生した日のうち取引日に該

当する日数分だけ、20取引日を上限に延長される。

2．市場混乱事由

当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を市場混乱事由

と定義する。

(1)当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合

(2)取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において

取引約定が全くない場合)

(3)当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストッ

プ　 安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ス

ト

  ップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。)

（10）資金使途

①　店舗機能増設、インフラ整備のための設備投資資金　75百万円

②　複合型宅配事業店舗の新規出店費用　127百万円

※　資金使途においては、後述の第8回新株予約権の調達額を合計した際の資金使途を

記載している

（11）その他

当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効

力発生後に、新株予約権の第三者割当契約(コミット・イシュー・プラス)（以下、「本

第三者割当契約」といいます。）を締結しました。本第三者割当契約において、以下の

内容等について合意しております。

EVO FUNDによる本新株予約権の行使コミット

・全部コミット

31価格算定日以内における本新株予約権の発行数全ての行使を原則コミット

・コミット条項の消滅

全部コミット期間中において、コミット期間延長事由の発生に伴う全部コミット期間

の延長が20回を超えて発生した場合、全部コミットに係るEVO FUNDのコミットは消滅

なお、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社

の承認を要すること等を合意しております。

(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(当初

行使価額にて算定)を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価

額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の

行使期間内に行使が行われない場合には、資金調達の額は変動します。なお、上記資金調達の額の計算に際して

用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使

されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する

可能性があります。
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②　第三者割当による第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行

当社は、2020年４月22日開催の取締役会決議に基づき、第８回新株予約権（行使価額修正条項付）（以下「第８

回新株予約権」といいます。）を発行しております。

なお、2020年６月２日付けで、第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行新株予約権数の5,800,000個に

ついて、全ての行使が完了しており、150百万円の払込を受けております。

新株予約権の概要は以下の通りであります。

（1）割当日 2020年５月14日（木）

（2）発行新株予約権数 5,800,000個

（3）発行価額 319,000円（新株予約権1個につき0.055円）

（4）当該発行による潜在

    株式数
潜在株式数：5,800,000株（新株予約権1個につき1株）

（5）資金調達の額 101,319,000円（注）

（6）行使価額及び行使価額

    の修正条件

当初行使価額：18円

下限行使価額：10円

本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日(以下に定義する。)に初回の修正がさ

れ、以後5価格算定日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される(当該修正が行わ

れた日を以下、「修正日」という。)。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以

下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下、「取引日」という。)

であって、以下に定める市場混乱事由が発生しなかった日をいう。行使価額が修正さ

れる場合、行使価額は、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下、「価格算定期間」と

いう。)の各価格算定日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の

売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の90％に相当する金額の1円未満の端数を切上

げた額(以下、「基準行使価額」という。)(但し、下限行使価額を下回る場合、下限行

使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定期間内に本新株予約権の発

行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算

定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加

重平均価格は当該事由を勘案して調整される。

当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を市場混乱事由と

定義する。

(1) 当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合

(2) 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所におい

て取引約定が全くない場合)

(3) 当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ

安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ

配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。)

（7）募集又は割当方法

（割当予定先）

第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を割当予定先である阪神酒販株式会社

に割り当てる

（8）新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合

の株式の発行価格及び

資本組入額

 

1．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る

本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予

約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄

記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

2．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準

備　 金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の

額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分

の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額

とする。)当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する

資本準備金の額とする。
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（9）行使期間

1．本新株予約権の行使期間

2020年５月15日(当日を含む。)から2021年５月14日(当日を含む。)までとする。但

し、本新株予約権の行使期間の最終日までに以下に定める市場混乱事由が生じた場

合、本新株予約権の行使期間は、当該市場混乱事由の発生した日のうち取引日に該

当する日数分だけ、20取引日を上限に延長される。

2．市場混乱事由

当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を市場混乱事由

と定義する。

(1)当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合

(2)取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において

取引約定が全くない場合)

(3)当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストッ

プ　 安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ス

ト

  ップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。)

（10）資金使途

①　店舗機能増設、インフラ整備のための設備投資資金　75百万円

②　複合型宅配事業店舗の新規出店費用　127百万円

※　資金使途においては、前述の第7回新株予約権の調達額を合計した際の資金使途を

記載している

（11）その他
割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認

を要すること等を合意しております。

(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(当

初行使価額にて算定)を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使

価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の

行使期間内に行使が行われない場合には、資金調達の額は変動します。なお、上記資金調達の額の計算に際して用

いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使され

たと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性

があります。

 

EDINET提出書類

株式会社小僧寿し(E02775)

有価証券報告書

 20/111



 

③　第三者割当による第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行

当社は、2020年８月14日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当による第10回新株予約権（行使価額修正条項

付）（以下「第10回新株予約権」といいます。）を発行しております。その概要は以下の通りであります。

 

（1）割当日 2020年８月31日

（2）発行新株予約権数 2,740,000個

（3）発行価額 2,657,800円（新株予約権1個につき0.97円）

（4）当該発行による潜在

株式数

潜在株式数：2,740,000株（新株予約権1個につき1株）

（5）資金調達の額 199,937,800円（注）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）行使価額及び行使価額
の修正条件

当初行使価額：72円
下限行使価額：40円
本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日(以下に定義する。)に初回の修正がさ
れ、以後5価格算定日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される(当該修正が行わ
れた日を以下、「修正日」という。)。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以
下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下、「取引日」という。)
であって、以下に定める市場混乱事由が発生しなかった日をいう。行使価額が修正さ
れる場合、行使価額は、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下、「価格算定期間」と
いう。)の各価格算定日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の
売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の90％に相当する金額の1円未満の端数を切上
げた額(以下、「基準行使価額」という。)(但し、下限行使価額を下回る場合、下限行
使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定期間内に本新株予約権の発
行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算
定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加
重平均価格は当該事由を勘案して調整される。
当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を市場混乱事由と
定義する。

(1)当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合

(2)取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所におい
て取引約定が全くない場合)
(3)当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ
安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ
配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。)

（7）募集又は割当方法

（割当予定先）

第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を阪神酒販株式会社に割り当てる

 

 

 

 

（8）新株予約権の行使によ
り株式を発行する場合
の株式の発行価格及び
資本組入額

1．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る

本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予

約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄

記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

2．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の

額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分

の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額

とする。)当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する

資本準備金の額とする。
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（9）行使期間

1．本新株予約権の行使期間

2020年９月１日(当日を含む。)から2021年８月31日(当日を含む。)までとする。但

し、本新株予約権の行使期間の最終日までに以下に定める市場混乱事由が生じた場

合、本新株予約権の行使期間は、当該市場混乱事由の発生した日のうち取引日に該

当する日数分だけ、20取引日を上限に延長される。

2．市場混乱事由

当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を市場混乱事由

と定義する。

(1)当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合

(2)取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において

取引約定が全くない場合)

(3)当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ

安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ス

トップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。)

（10）資金使途 複合型宅配事業拠点の新規開設費用（2021年１月以降）　195,000千円
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５【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資については、主として新規出店及び店舗設備の改装等273百万円であります。

 

２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次の通りであります。

（１）提出会社

当社では、類似の事業を営む店舗を多数設置しているため、一括して記載しております。

（2020年12月31日現在）

所在地 設備の内容
セグメント
の名称

帳簿価額（千円）
従業員数
（人）建物及び

構築物
機械及び
装置

工具、器具
及び備品他

合計

東京都他
店舗及び
事務所等

持ち帰り寿
し事業等

134,480 236 35,838 170,555 26（465）

 
（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

３．上記の他、主要な賃借設備として、次のものがあります。

業態名又は事業所名 セグメントの名称 設備の内容
年間賃借料
（千円）

本社 持ち帰り寿し事業等 店舗・設備・車輛 45,437

 

（２）国内子会社

所在地 設備の内容
セグメント
の名称

帳簿価額（千円）
従業員数
（人）建物及び

構築物
機械及び
装置

工具、器具
及び備品他

合計

株式会社

デリズ

東京都他

店舗及び
事務所等

デリバリー
事業

91,994 － 56,156 148,150 33（129）

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

３．上記の他、主要な賃借設備として、次のものがあります。

会社名
業態名又は事
業所名

セグメントの名称 設備の内容
年間賃借料
（千円）

株式会社スパイシークリエイト

茶月・カレーハウ

ススパイシー・

その他飲食店

持ち帰り寿し事業等 店舗設備、車輌 43,439

株式会社デリズ

デリズ、飲食デリ

バリー及び配達代

行業

デリバリー事業 店舗設備、車両 92,519

（注）１．年間賃借料等は、主に不動産賃貸借契約に基づく地代・家賃等であります。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 318,707,060

Ａ種種類株式 40,000,000

計 358,707,060

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）

（2020年12月31日）
提出日現在発行数（株）
（2021年３月31 日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 117,546,265 133,130,565

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数100株

Ａ種種類

株式
25,730,500 10,146,200 非上場 注（２）

計 143,276,765 143,276,765 － －

（注）１．「提出日現在発行数」の普通株式の増加、Ａ種種類株式の減少は、Ａ種種類株主からの普通株式を対価とする

取得請求権の行使によるものであります。

２．Ａ種種類株式の内容は以下の通りです。

(1）剰余金の配当

　当社は、本種類株式を有する株主（以下「本種類株主」という。）及び本種類株式の登録株式質権者に対

しては、配当を行わない。

(2）残余財産の分配

　当社は、残余財産を分配する時は、本種類株主に対し、下記(７)①に定める支払順位に従い、本種類株式１株につ

き、払込金相当額の金銭を支払う。

(3）議決権

　本種類株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。

(4）種類株主総会

　当社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除くほか、

本種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(5）株式の併合又は分割、募集株式及び新株予約権の割当てを受ける権利並びに株式無償割当て及び新株予約権無償割

当　　て

　①株式の併合

　　当社は、株式の併合をするときは、普通株式及び本種類株式ごとに、同時に同一の割合で併合する。

　②株式の分割

　　当社は、株式の分割をするときは、普通株式及び本種類株式の種類ごとに、同時に同一の割合で分割する。

　③株式無償割当て

　当社は、当社の株主に株式の無償割当てを行うときは、普通株主には普通株式を、本種類株主には本種類株式を、そ

れぞれ同時に同一の割合で割当てる。

　④募集株式の割当て

　当社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、本種

類株主には本種類株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。

　⑤新株予約権無償割当て

　当社は、当社の株主に新株予約権の無償割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を目的とする新

株予約権の無償割当てを受ける権利を、本種類株主には本種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを受ける権利

を、それぞれ同時に同一の割合で与える。

　⑥募集新株予約権の割当て

　当社は、当社の株主に募集新株予約権の割当てを行うときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当

てを、本種類株主には本種類株式を目的とする新株予約権の割当てを、それぞれ同時に同一の割合で行う。

(6）普通株式を対価とする取得請求権
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　ア　取得時期

　本種類株主は、本種類株式発行後、2020年３月31日（当該日が営業日でない場合には、翌営業日）以降はいつでも当

社に対して、以下に定める算定方式に従って算出される数の当社の普通株式を対価として、その有する本種類株式の全

部又は一部を取得することを請求することができるものとする。

　イ　取得と引換えに交付する普通株式の数

　本種類株式の取得と引換えに交付される普通株式の数は、取得請求に係る本種類株式の数に本項ウ以下に定める取得

比率（但し、本項エの規定により調整される。）を乗じて得られる数とする。なお、本種類株式の取得と引換えに交付

する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第

167条第３項に定める金銭の交付はしない。

　ウ　当初取得比率

　　取得比率は、当初、１とする。但し、取得比率は、本項エの規定により調整されることがある。

 

　エ　取得比率の調整

(a）当社は、本種類株式の発行日後、本号(b)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は

変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「取得比率調整式」という。）により取得比率を調整する。

 

　　

(b）取得比率調整式により取得比率の調整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期については、次に定めると

ころによる。

①　本号(c)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合（無償割当てによる場合

を含む。）（但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社

普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による

場合、会社分割、株式交換又は合併による場合を除く。）、調整後取得比率は、払込期日（無償割当ての場合は効力

発生日とし、募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以

降、また、募集のための基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。

②　株式分割により当社普通株式を発行する場合、調整後取得比率は、株式分割のための基準日の翌日以降、これを

適用する。

③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本号(c)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を

交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）又は本号(c)②に定める時価を下回る価

額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行

する場合（無償割当ての場合を含む。）、調整後取得比率は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新

株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初取得比率によって請求又は行使されて当社普通株式が交付された

ものとみなして取得比率調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新株予約権付社債の場合は

割当日）の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これ

を適用する。

④　当社の発行した取得条項付種類株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の

取得と引換えに本号(c)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後取得比率は、取

得日の翌日以降これを適用する。

⑤　本号(b)①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生

が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他発行会社の機関の承認を条件としているときは、本号(b)①乃至③

の定めに関わらず、調整後行使比率は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

(c）取得比率調整式の計算については、次に定めるところによる。

①　円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。

②　取得比率調整式で使用する時価は、調整後取得比率を適用する日（但し、本号(b)⑤の場合は基準日）に先立つ

45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付で終値のない日数を

除く。）又は、調整後取得比率を適用する日の直前取引日の終値のいずれか高いものを使用する。この場合、平均値

の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

③　取得比率調整式で使用する当社の既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合

は、調整後取得比率を適用する日の１ヵ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有す

る当社普通株式数を控除した数とする。また、本号(b)②の場合には、取得比率調整式で使用する交付普通株式数

は、基準日における当社の有する発行会社普通株式に割当てられる発行会社普通株式数を含まないものとする。
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(d）本号(b)の取得比率の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、発行会社は、必要な取得比率の調整

を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換の

ために取得比率の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得比率の調整を必要とする

とき。

③　取得比率を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後取得比率の算出にあたり使用

すべき発行済株式数につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(e）本号に定めるところにより取得比率の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、

調整前取得比率、調整後取得比率及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前有価証券届出書（組込方式）日

までに本種類株主に通知する。但し、本号(b)②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を

行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

(7）優先順位

①　本種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、本種類株式に係る残余財産の分配を第１順位、普

通株式に係る残余財産の分配を第２順位とする。

②　当社が残余財産の分配を行う額が、ある順位の残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該

順位の残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により残余財産の分配を行う。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

①　第4回新株予約権

 事業年度末現在

（2020年12月31日）

提出日の前月末現在

（2021年２月28日）

決議年月日 2017年3月31日 同左

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　－

使用人　15

同左

使用人　15

新株予約権の個数（個） 1,190（注）８ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の個数

（個）

－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 119,000（注）８

但し、（注）１により調整されること

がある。

同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 同左

新株予約権の行使期間 2019年4月17日から

2023年4月16日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

（注）２、（注）３ 同左

新株予約権の行使条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５ 同左

代用払込に関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

（注）６ 同左

（注）１　新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とす

る。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同

じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権

のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１

株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合

に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

２　新株予約権の行使時の払込金額
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本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される１株あたりの払込金額（以下、「行

使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く。）におけ

る株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額（1円未満の端数は切り上

げ）とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値（取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取

引日の終値）を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

１

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×                            

分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処

分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の

場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
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既発行
株式数

＋

新規発行
株式数

× １株あたり
払 込 金 額

 
調 整 後
行 使 価 額

＝ 調 整 前
行 使 価 額

×
新規発行前の１株あたりの時価

 既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかか

る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式

数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これ

らの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うこ

とができるものとする。

３　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り上げるものとする。

②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増

加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４　新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業

員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認め

た場合は、この限りではない。

②　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

５　新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。６　新株予約

権の取得事由及び条件

（１）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、ま

たは当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認

を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ

て、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

（２）新株予約権の割当日の翌日から２年後までの期間のうち、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引終値の１ヶ月間 (当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額（但し、上記２に準じて取締役

会により適切に調整されるものとする。）に70％を乗じた価格を下回った場合、当社は無償で新株予約権を

取得することができるものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

（３）新株予約権者が権利行使をする前に、上記４に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合

は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

６　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対

し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」

という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象

会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約また

は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２

で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記７(３）に従って決定される当該新株予約権の

目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間
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行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記３に準じて決定する。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（８）その他新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

（９）新株予約権の取得事由及び条件

上記６に準じて決定する。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７　新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

８　当事業年度の末日(2020年12月31日)の内容で記載しております。
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②第９回新株予約権

 
当連結累計期間末現在

（2020年９月30日）

提出日の前月末現在

（2020年12月31日）

新株予約権の数 3,600,000個 3,600,000個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 3,600,000株（注1） 3,600,000株（注1）

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり　80円（注2） 同左

新株予約権の行使期間 2022年8月15日から2030年8月14日 同左

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　80円

資本組入額　40円
同左

新株世予約権の行使の条件 （注4） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得につ

いては、当社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。

同左

代表払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
（注5） 同左

 

（注）１．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式3,600,000株とする（本新株予約権１個当たり

の目的たる株式の数（以下「付与株式数」という。）は1株とする。）但し、本新株予約権の割当日後、当社が当

社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の

算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない

本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも

のとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うこ

とができるものとする。

 

２．本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(１)  各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた

額とする。

(２)  本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」とい

う。）は、当初金80円とする。

 

３．行使価額の調整

(１)  当社が、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式に

より行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割又は株式併合の比率

 

(２)  当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株

予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）

は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。
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        新規発行・

処分株式数
× １ 株 当 た り の

払 込 金 額

 
調 整 後行使

価額
＝ 調 整 前行使

価額
×

既発行株式

数

 
＋

 時　価

 
既発行株式数 ＋ 新規発行・処分株式数

              

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控

除した数とする。

(３)  本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することが

できるものとする。

 

４．新株予約権の行使の条件

(１)　本新株予約権の付与を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、本新株予約権を行使する時点にお

いて、当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあること

を要する。但し、定年退職により退職した場合、その他当社取締役の過半数が正当な理由があるものと認めた

場合にはこの限りではない。

(２)　本新株予約権者が2022年8月15日から2030年8月14日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使

することができない。

(３)　本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することが

できない。但し、以下の①、③、⑨の場合を除き、当社取締役の過半数（当社が取締役会設置会社である場合

は取締役会）が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。

①　禁錮刑以上の刑に処せられた場合

②　当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人

に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合（但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。）

③　法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合

④　差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤　支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合

⑥　破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立

てた場合

⑦　就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合

⑧　役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合

⑨　反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場

合

(４)　 本件新株予約権者は，2020年12月期の事業年度における当社決算書上の損益計算書における営業利益が36百

万円に達しなかったときは，本件新株予約権を行使することができない（以下本議題にて，当該行使条件を

「業績条件」という。）。業績条件の判断は2020年12月末日に行うものとする。

(５)　 本新株予約権者は、本第11項（1）ないし（4）号の規定において、本新株予約権を行使することができるこ

とを条件に、2020年8月15日から2030年8月14日の期間において、以下に定める割合ずつ権利行使可能となる（以

下、権利行使可能となることを「ベスティング」という）。但し、本新株予約権者が本第11項（2）～（3）号に

定める事実に該当するに至った場合は、当該時点以降のべスティングは中止し、本新株予約権者が休職期間中に

ある期間は、ベスティングされないものとする。なお、ベスティングされる本新株予約権の数については、割当

時点において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1個

未満の端数についてはこれを切り捨てる。また、5回目のベスティングにおいて、新株予約権者に発行された新

株予約権のうちベスティングされていない残りの当該新株予約権も全てベスティングされるものとする。

1.     2021年12月末日：5分の1

2.     2022年12月末日：5分の1

3.     2023年12月末日：5分の1

4.     2024年12月末日：5分の1

5.     2025年12月末日：5分の1
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５．組織再編行為の際の本新株予約権の取り扱い

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る）、株式交換又は株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以下総称して

「組織再編行為」という。）をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権（以下

「残存新株予約権」という。）を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第１項

第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき交

付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の

新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式

移転計画において定めた場合に限る。

(１)　交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(２)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(３)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第５項に準じて決定する。

(４)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第８項及び第９項に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額

に、上記第(３)号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金

額とする。

(５)　新株予約権を行使することができる期間

第10項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、い

ずれか遅い日から、第10項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(６)　新株予約権の行使の条件

第11項に準じて決定する。

(７)　新株予約権の取得事由及び取得条件

第12項に準じて決定する。

(８)　新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合は株主総会）を要するものとする。

(９)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

第14項に準じて決定する。

(10)　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

EDINET提出書類

株式会社小僧寿し(E02775)

有価証券報告書

 33/111



②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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③【その他の新株予約権等の状況】

　　　１）Ａ種種類株式の発行

当社は、2019年９月26日開催の臨時株主総会決議に基づき、Ａ種種類株式を発行しております。詳細は、「第

２　事業の状況　３　経営上の重要な契約等」をご参照下さい。

 

２）第三者割当による第７回、第８回及び第10回新株予約権（行使確約条項付き）の発行

当社は、当連結会計年度に、第７回、第８回及び第10回新株予約権（行使確約条項付き）を発行しておりま

す。詳細は、「第２　事業の状況　３　経営上の重要な契約等」をご参照下さい。

なお、第７回及び第８回は、当連結会計年度中に全て行使されております。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

第７回新株予約権及び第８回新株予約権

 

第4四半期会計期間

（2020年10月１日から

　2020年12月31日まで）

第53期

（2020年１月１日から

　2020年12月31日まで）

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券の数（個）
－ 11,600,000個

当該期間の権利行使に係る交付株式数（株） － 11,600,000株

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） － 23円

当該期間の権利行使に係る資金調達額（千円） － 266,962,900円

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等の累計（個）
－ 11,600,000個

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株

予約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株）
－ 11,600,000株

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株

予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等（円）
－ 23円

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株

予約権付社債券等に係る累計の資金調達額（円）
－ 266,962,900円

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残
高（千
円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2018年６月１日

（注）１
3,492,423 33,246,765 － 2,769,338 356,227 1,665,453

2019年４月1日～

2019年９月30日（注）２、４
51,430,000 84,676,765 327,778 3,097,116 327,778 1,993,231

2019年10月３日～

2019年12月17日（注）３
47,000,000 131,676,765 260,850 3,357,966 260,850 2,254,081

2020年４月１日～

2020年６月30日（注）５
11,600,000 143,276,765 133,809 3,491,776 133,809 2,387,890

2020年10月１日～

2020年12月31日（注）６
－ 143,276,765 △3,481,776 10,000 △2,387,890 －

（注）１．株式交換

割当先　株式会社デリズ

発行価格　392,453千円

資本組入額　356,227千円

２．第５回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第６回新株予約権（行使確約条項付）の行使、Ａ種種類株式

　の発行による行使により、発行済株式総数が51,430,000株、資本金が327,778千円、資本準備金が327,778千円

　それぞれ増加しております。

３．第６回新株予約権（行使確約条項付）の行使により、発行済株式総数が47,000,000株、資本金が260,850千円

　資本準備金が260,850千円それぞれ増加しております。

４．第５回新株予約権の発行にて調達した資金につきましては、以下の通り資金の使途を変更しております。

 

（当初予定していた資金の使途）

具体的な使途
金額

（百万円）
支出予定時期

①有利子負債の圧縮を目的とした借入金の返済 170 2019年10月～12月

②持ち帰り寿し店「小僧寿し」「茶月」の複合ブランド併設費用 70 2019年10月～2021年４月

③複合型宅配事業店舗の新規出店費用 250 2019年10月～2021年４月

④店舗機能増設、インフラ整備のための設備投資資金 82 2019年11月～2021年12月
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具体的な使途
金額

（百万円）
支出予定時期

 572  

 

　　　（変更の理由）

　　　　　本新株予約権の発行により調達した資金の充当状況につきまして、「①有利子負債の圧縮を目的とした借入金

の返済」につきましては、2019年10月に、借入先である株式会社JFLAホールディングスに全額返済をいたしまし

た。「②持ち帰り寿し店「小僧寿し」「茶月」の複合ブランド併設費用」につきましては、2019年10月～12月の

期間におきまして、リブランドにかかる造作工事、看板設置工事費など、10店舗に対する設置工事費用として、

19百万円を充当しております。「③複合型宅配事業店舗の新規出店費用」につきましては、2019年10月に、１店

舗の新規出店費用として、10百万円を充当しております。「④店舗機能増設、インフラ整備のための設備投資資

金」につきましては、2019年11月～12月の期間において、空調設備の設置工事費、冷蔵庫等の厨房設備費など、

４店舗に対する費用として、３百万円を充当いたしました。

　　　　　上記の資金使途に沿った資金充当を進める一方で、2019年12月期における業績の減退により、連結営業損失が

△195百万円となるなど、赤字の状況にあり、運転資金に窮する状況となりました。特に、2019年10月度に生じ

た、記録的な台風による、大幅な売上、利益の減退によって、2019年10月度以降の運転資金を確保するために、

本新株予約権の発行により調達した資金の一部を、運転資金に充当しなければ、支払未了となる状況となりまし

たので、本新株予約権の発行により調達した資金のうち、195百万円を運転資金として充当いたしました。

　　　　　これにより、当初予定の資金使途より、下記のとおり、資金使途を変更致しました。
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　　　　（変更後の資金使途）

具体的な使途
変更後の金額

（百万円）

充当額

（百万円）
支出時期

①有利子負債の圧縮を目的とした借入金の返済 170 170 2019年10月

②持ち帰り寿し店「小僧寿し」「茶月」の複合ブランド

併設費用
70 19 2019年10月～2019年12月

③複合型宅配事業店舗の新規出店費用 130 10 2019年10月

④店舗機能増設、インフラ整備のための設備投資資金 7 3 2019年10月～2019年12月

⑤運転資金への充当 195 195 2019年10月

資金使途額　合計 572 - 2019年10月

充当額合計 - 397  

５．第７回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第８回新株予約権（行使確約条項付）の行使により、発行済

　　株式総数が11,600,000株、資本金が133,809千円、資本準備金が133,809千円それぞれ増加しております。

６．2020年９月30日開催の臨時株主総会に基づき、財務内容の健全化を図るために行った減資であります。

７．当事業年度末日後有価証券報告書提出日までに、Ａ種種類株主からの普通株式を対価とする取得請求権の

　　行使により、Ａ種種類株式が15,584,300株減少し、普通株式が15,584,300株増加しております。
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（５）【所有者別状況】

①　普通株式

       2020年12月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） - 2 27 112 22 44 23,603 23,810 ‐

所有株式数

（単元）
- 3,767 52,275 241,537 18,403 2,030 857,260 1,175,272 19,065

所有株式数の

割合（％）
- 0.320 4.447 20.551 1.565 0.172 72.941 100.000 ‐

（注）自己株式 6,815株は、「個人その他」に68単元、「単元未満株式の状況」に15株含まれております。

 

②　Ａ種種類株式

       2020年12月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） - - - 1 - - - 1 -

所有株式数

（単元）
- - - 25,730 - - - 25,730 -

所有株式数の

割合（％）
- - - 100,000 - - - 100.000 -
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（６）【大株主の状況】

１．普通株式
 

  2020年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

株式会社ＪＦＬＡホールディ

ングス
東京都中央区蠣殻町１丁目５－６ 15,333 13.05

阪神酒販株式会社 神戸市兵庫区吉田町２丁目13－６ 5,800 4.94

株式会社SBI証券 東京都港区六本木１丁目６－１ 1,956 1.66

高橋里佳 東京都品川区 919 0.78

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６－21 859 0.73

河原文雄 愛知県名古屋市 845 0.72

株式会社ラックランド 東京都新宿区西新宿３丁目18－20 677 0.58

有限会社平山商会 東京都荒川区西尾久３丁目19-17 624 0.53

権藤弘資 佐賀県鳥栖市 584 0.50

養宇理 富山県小矢部市 568 0.48

計 － 28,168 23.96

 

２．Ａ種種類株式

2020年12月31日現在

株主名 所有株式数 持株比率

株式会社ＪＦＬＡホールディングス 25,730千株 100.00％
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2020年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  25,730,500 － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 6,815 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 117,520,400 1,175,204 －

単元未満株式 普通株式 19,050 － －

発行済株式総数  143,276,765 － －

総株主の議決権  － 1,175,204 －

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式数が800株、「単元未満

株式」欄に25株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権

の数８個が含まれております。
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②【自己株式等】

    2020年12月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社小僧寿し
東京都中央区日本
橋蛎殻町１丁目５
－６

6,815 － 6,815 0.00

計 － 6,815 － 6,815 0.00
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社小僧寿し(E02775)

有価証券報告書

 43/111



（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
 

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式
－ － － －

その他（－） － － － －

保有自己株式数 6,815 － 6,815 －

（注）当期間における保有自己株式数には、2021年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式は含まれておりません。

 

３【配当政策】

当社は株式公開以来、株主様への安定した利益還元に重きを置き、連結の業績動向とファイナンスを考慮したう

えで配当を行うことを基本方針としてまいりました。しかしながら、当社グループにおいては、この数年の業績低迷

に伴い、連結利益剰余金の減少が続いており、当期の業績に鑑み無配とさせていただく予定であります。株主の皆様

にはご迷惑をおかけすることになり心よりお詫び申し上げます。今後、早期に純利益を黒字化し復配を実現できるよ

う、業績の回復に努力する所存でございますので引き続きご支援賜りますようお願いいたします。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当社は、「会社法第454条第５項の規定する中間配当を「取締役会の決議により、毎年６月30日の最終の株主名簿

に記載または記録された株主、もしくは登録株式質権者に対し中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めてお

ります。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

　当社は、株主の皆様やお客様をはじめ広く信頼に応えるため、透明性の高い、より効率的な経営体制の確立に

向けて、コーポレートガバナンスの強化・充実に努めております。

１　企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要

（取締役会）

当社の取締役会は2020年３月31日現在、７名の取締役で構成されており、うち３名は社外取締役でありま

す。取締役会は原則として毎月１回開催し、当社の経営方針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職

務の遂行を監督しております。取締役会に対する監視機能を確保するために選任している社外取締役は、企業

経営における豊富な経験にもとづき、重要な業務執行にかかる意思決定において的確な提言を行っておりま

す。

（監査役会）

当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は、2019年３月27日現在、３名の監査役で構成されてお

り、その全てが社外監査役であります。監査役会は原則として毎月１回開催しております。また、監査役は原

則として全員が取締役会に出席し、取締役の業務執行について、適法性・妥当性を監査しております。

さらに、内部監査を実施する内部監査室と監査役との連携を強化することにより、経営の監視・監督機能の

充実、強化に努めております。

 

＜コーポレート・ガバナンス体制の概要図＞

ロ．当該体制を採用する理由

当社は上記のように、取締役会による経営管理、経営会議による業務遂行管理、方針管理・予算統制等の内

部統制システムを整備・運営しております。また、監査役会による取締役の業務執行監査のほか、内部監査室

が内部統制監査を実施しており当社の企業規模から経営監視機能は十分に図られていると考え、現在のガバナ

ンス体制を採用しております。

 

ハ．その他の企業統治に関する事項

内部統制システムの整備の状況

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保す

るための体制についての決定内容の概要は以下の通りであります。なお、当社は社会経済情勢その他環境の変

化に応じて適時適切に見直しを行い、その充実を図ってまいります。

当社は、調査委員会から受領した調査報告書による再発防止策の提言を受け、2016年１月に内容の一部改訂

を行っており、以下において改訂後の決定内容の概要を示します。
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①　当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

イ．当社及び当社子会社ではコンプライアンスを経営の重要課題と位置づけております。その徹底のた

め、「経営理念」「行動指針」等を記載した冊子を全社員に配布し、コンプライアンス意識向上を図っ

ております。

また、取締役、監査役及び幹部従業員のコンプライアンス意識向上を目的として、外部講師による研

修を定期的に実施しております

ロ．当社代表取締役社長を委員長とし、担当取締役・各本部長・子会社取締役を構成員、常勤監査役及び

当社社外監査役をオブザーバーとする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、その事務局

を内部監査室として、コンプライアンス体制の整備・充実に努めております。

ハ．内部通報制度（ヘルプライン）については、当社では「株式会社小僧寿しヘルプライン運用規程」を

定め、内部通報者の保護を徹底し、社内における内部通報制度を確立しております。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報は、「文書管理規程」の定めに従い、文書または電磁的媒体に記録し保存

するとともに、取締役及び監査役が、必要な情報を速やかに入手できる体制を維持します。また、情報の

管理については「情報セキュリティ規程」「情報システム業務管理規程」等により対応します。

③　当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置

し、全社的リスクの把握・対応方法を審議しているほか、部門毎には各部門長がコンプライアンス・リ

スク管理責任者として当該部門のリスクにあたります。

ロ．大規模な自然災害等甚大な被害が予想される事態が発生した場合は、「危機管理規程」に基づき、社

長を本部長とする危機対策本部を設置し危機に即応する体制を整えております。

④　当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．取締役会を原則月１回開催するほか、必要に応じ適宜随時開催し、経営戦略の指針決定と業務執行の

監督を行っております。

ロ．経営戦略上の重要案件を十分に審議するため、担当取締役と関係部門長で構成する経営会議を、原則

月１回開催しております。

⑤　子会社の取締役等の職務の遂行に係る事項の当社への報告に関する体制

イ．当社は「関係会社管理規程」に基づき、対象となる子会社の事業運営について、その自主性を尊重し

つつ、当社における合議・承認事項及び当社に対する報告事項等を明確にし、その執行状況をモニタリ

ングします。取締役は、子会社において、不正の行為または法令及び当該子会社の定款、社内規程に違

反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場合、代表取締役社長及び取

締役会に報告し、あわせて遅滞なく監査役に報告します。

ロ．子会社において、不正の行為または法令及び定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプラ

イアンス上疑義のある事実が発見された場合、その内容は速やかに当社コンプライアンス・リスク管理

委員会またはその事務局である当社内部監査室に報告されます。同委員会は、直ちに代表取締役社長な

らびに監査役にこれを報告します。

⑥　反社会的勢力排除に向けた体制

当社は、反社会的勢力排除に向け、取締役及び使用人の行動基準を明示した「企業行動憲章」において

「社会の秩序や企業の健全な活動に悪影響をおよぼす反社会的な個人・団体には断固たる態度で臨む」こ

とを掲げ、反社会的勢力とは一切関係を持たないことを基本方針としており、総務人事部を対応統括部署

とし、平素より顧問弁護士等の外部専門機関等との連携を密にするとともに、緊急時における社内通報体

制の整備に努めます。さらに、総務人事部が中心となって社内への注意喚起や研修等の場を通じて反社会

的勢力排除に向けた啓発活動を図ります。

⑦　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、なら

びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

取締役は、監査役から職務遂行を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、これに対処する

とともに、当該監査役スタッフの業務執行者からの独立性に留意します。

⑧　当社の取締役及び使用人が監査役会または監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する

体制

イ．監査役が取締役会、その他重要な会議に出席できることを各規程により定めています。監査役は、主

要な決裁を求める書面その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役および従業員

にその説明を求めます。

ロ．役員・社員及び内部監査部門で得た情報は必要に応じ監査役に提供し、その円滑な職務の遂行に協力

します。なお、代表取締役社長は、定期的に社長・監査役ミーティングを開催し、業務の執行状況につ

いて監査役に報告します。また、取締役、部門長及び子会社社長は、毎年監査役に対し速やかに、業務

執行状況報告を行います。さらに、取締役は、会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実を発見し
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たときは直ちに監査役に報告します。その他、監査役は必要に応じ、いつでも役員・社員に報告を求め

ることができます。

ハ．全社的な内部統制における、業務プロセスに係る内部統制不備への対応・欠陥の是正、報告書の作成

や「内部監査状況・結果」「法令・定款違反」「内部通報の状況」等、必要に応じ監査役に報告しま

す。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．代表取締役社長は、監査役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換し、また、

内部監査室との連携を図り効果的な監査業務の遂行に努めます。

ロ．監査役は、必要に応じ会計監査人及び外部法律事務所などと意見及び情報交換を行い、効率的効果的

な監査を行える体制を確保するものとします。

ハ．常勤監査役を稟議システムにおける確認者と位置づけ、稟議内容を申請中の段階で閲覧可能な状況と

することで、最終決裁の前段階での監視や不正防止が可能な体制を構築しております。

ニ．監査役の職務執行において、費用の前払い等の求めがあったときは、その費用等が監査役の職務執行

について生じたものでないことを証明できる場合を除き、監査役の職務執行について生ずる費用の前払

い又は償還並びに債務の処理を行います。

⑩　財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

イ．当社は、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等に準拠した財務報告に係る内

部統制システムを整備・構築し、その有効性の評価を行い、不備を発見した場合には速やかに是正し改

善する体制で運用しております。

ロ．財務報告に係る内部統制システムの整備および運用状況は、内部統制システムに精通した担当者が評

価するとともに、内部監査部門によって、内部統制の評価に係る業務運営の適正性を検証する体制を構

築しております。

 

ニ．責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基

づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、同法第425条第１項各号に定める額の合計額を限度と

する旨の契約を締結しております。

 

　ホ．取締役の定数

　当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

　ヘ．取締役会にて決議できる株主総会決議事項

　①自己株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、効果的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第２項の規定に基

づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めておりま

す。
 

　②中間配当の決定機関

当社は、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配当金）について株主総会の決議によらず取締

役会の決議により定められる旨定款に定めております。これは、中間配当の決定機関を取締役会とすることに

より、当社を取り巻く事業環境や業績に応じて、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであ

ります。
 

　③取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の取締役（取締役

であった者を含む）及び監査役（監査役であった者を含む）の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範

囲で免除することができる旨、定款に定めております。これは、職務の遂行にあたり期待される役割を充分に

発揮できることを目的とするものであります。
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２　社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたもの

はありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて十分な独立性が確保できることを前提に判

断しております。経営陣から独立した立場において、その経験や幅広い見識、専門的知見に基づき、客観的見地

から当社業務の適正の確保・向上に資する発言を期待しそのような役割を担っていただいております。また、取

締役会の監督や監査役会の監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有

し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。

 

３　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

部統制部門との関係

　取締役会への出席の他、毎月開催される監査役会において経営の状況、監査結果等について情報を共有、意見

交換を行い、適切な連携を行っております。会計監査人とは、監査役より必要に応じて監査計画や監査実施状況

とその結果及び内部統制の状況や改善提案などについて説明を受け意見交換しております。また、内部監査や内

部統制監査を行う内部監査室とは監査役会を通じて連携を図っております。
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⑧　取締役会にて決議できる株主総会決議事項

イ．自己株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、効果的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第２項の規定に基

づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めておりま

す。
 

ロ．中間配当の決定機関

当社は、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配当金）について株主総会の決議によらず取締

役会の決議により定められる旨定款に定めております。これは、中間配当の決定機関を取締役会とすることに

より、当社を取り巻く事業環境や業績に応じて、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであ

ります。
 

ハ．取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の取締役（取締役

であった者を含む）及び監査役（監査役であった者を含む）の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範

囲で免除することができる旨、定款に定めております。これは、職務の遂行にあたり期待される役割を充分に

発揮できることを目的とするものであります。
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（２）【役員の状況】

 

①役員一覧

男性　10名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役

社長
小林　剛 1970年11月10日

 
2000年８月 ㈱タスコシステム　入社

2006年５月 ㈱東京タスコ代表取締役社長

2007年８月 ㈱とり鉄代表取締役社長

2010年11月 レゾナンスダイニング㈱取締役

2013年６月 ㈱アスラポート・ダイニング取締役

2017年４月 当社取締役

2017年６月 ㈱アスラポート常務取締役（現任）

2017年６月 当社代表取締役社長（現任）

2018年８月 ㈱ＪＦＬＡホールディングス取締役（現任）

2018年９月

 

2019年２月

㈱スパイシークリエイト代表取締役社長

（現任）

㈱デリズ　代表取締役社長（現任）
 

（注）

３
-

取締役 良本　宜之 1976年４月21日

 
1999年８月 ㈱ちゃんと　入社

2006年４月 同社執行役員営業統括本部長

2009年11月 ㈱アスラポート・ダイニング　入社

2010年５月 レゾナンスダイニング㈱営業本部長

2014年10月 ㈱アスラポート・ダイニング

マーチャンダイジング部部長代理（現任）

2016年３月 レゾナンスダイニング㈱代表取締役社長

2016年３月 ㈱とり鉄取締役

2016年３月 当社取締役（現任）

2016年６月 ㈱スパイシークリエイト取締役（現任）

2017年４月 ㈱アスラポート取締役（現任）
 

（注）

３
-

取締役 森下　將典 1967年４月１日

 
1990年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行

2000年11月 メリルリンチ日本証券㈱　入社

2005年６月 アセットインベスターズ㈱（現マーチャン

ト・バンカーズ㈱）取締役

2009年２月 同社代表取締役社長

2012年10月 ㈱どさん子代表取締役社長

2014年６月 ㈱アスラポート・ダイニング

取締役海外戦略本部長

2015年４月 同社取締役海外戦略本部長兼経営企画室長

2015年12月 ㈱ルパンコティディアンジャパン

取締役（現任）

2016年３月 当社代表取締役社長

2016年４月 ㈱どさん子代表取締役会長

2016年３月 ㈱茶月東日本代表取締役社長

2016年３月 ㈱東京小僧寿し代表取締役社長（現任）

2016年６月 ㈱スパイシークリエイト取締役（現任）

2017年６月 ㈱アスラポート・ダイニング代表取締役社長

（現任）

2017年６月 当社取締役（現任）

2018年８月 ㈱ＪＦＬＡホールディングス取締役（現任）
 

（注）

３
-
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 西澤　淳 1975年６月27日

 
1998年４月 オムロンマーケティング㈱　入社

2006年９月 阪神酒販㈱　入社

2007年４月 同社取締役マーケティング部部長

2010年３月 ㈱マインマート代表取締役

2011年４月 常楽酒造㈱取締役（現任）

2011年４月 東洋商事㈱取締役

2012年３月 同社代表取締役（現任）

2012年12月 小林産業㈱代表取締役（現任）

2014年４月 ㈱モミアンドトイ・エンターテイメント

取締役

2014年４月 九州乳業㈱取締役

2014年６月 阿櫻酒造㈱取締役（現任）

2015年３月 ㈱モミアンドトイ・エンターテイメント㈱

代表取締役（現任）

2016年２月 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス㈱

取締役（現任）

2016年３月 当社取締役（現任）

2018年６月 ㈱アスラポート・ダイニング取締役

2018年８月 ㈱ＪＦＬＡホールディングス取締役（現任）
 

（注）

１，３
-

取締役 檜垣　周作 1976年１月13日

 
1999年４月 アサヒビール㈱　入社

2001年11月 阪神酒販㈱代表取締役社長（現任）

2009年３月 ＨＳＩグローバル㈱代表取締役社長（現任）

2009年６月 ㈱アスラポート・ダイニング社外取締役

2009年６月 ㈱プライム・リンク社外取締役

2009年６月 ㈱とり鉄社外取締役

2009年10月 ㈱アスラポート・ダイニング代表取締役社長

2009年10月 ㈱プライム・リンク代表取締役会長

2011年６月 同社代表取締役社長

2012年１月 ㈱フードスタンドインターナショナル

代表取締役（現任）

2013年４月 九州乳業㈱代表取締役社長（現任）

2013年９月 ㈱弘乳舎代表取締役（現任）

2015年４月 ㈱どさん子取締役

2015年４月 茨城乳業㈱取締役（現任）

2015年６月 ㈱ドリームコーポレーション

代表取締役（現任）

2015年12月 ㈱ルパンコティディアンジャパン

取締役（現任）

2016年２月 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス㈱

代表取締役社長（現任）

2016年２月 ㈱アスラポート・ダイニング代表取締役会長

2016年２月 ㈱TOMONIゆめ牧舎取締役（現任）

2016年３月 当社取締役（現任）

2016年６月 銀盤酒造㈱代表取締役（現任）

2017年４月 ㈱アスラポート代表取締役社長（現任）

2017年８月 ㈱モミアンドトイ・エンターテイメント

2017年10月 取締役（現任）

㈱菊家代表取締役（現任）

2018年８月 ㈱ＪＦＬＡホールディングス取締役（現任）
 

（注）

１，３
-

取締役 吉田　光一郎 1959年２月26日

 
1982年11月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査

法人）入社

1986年１月 東陽監査法人　入社

1991年10月 税理士吉田光一郎事務所　所長

1999年12月 東陽監査法人　代表社員（現任）

2001年５月 東陽監査法人　理事

2005年５月 東陽監査法人　専務理事

2007年５月 あかつき税理士法人　代表社員

2012年８月 東陽監査法人　副理事長

2015年７月 アリベルタ共同会計事務所　代表（現任）

2018年４月 当社取締役（現任）

2018年９月 カーネリアン税理士法人社員（現任）
 

（注）

１，３
-
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 山崎　豊 1971年２月16日

 
1993年４月 三村会計事務所　入社

2007年１月 ㈱ペッパーフードサービス　執行役員

2008年４月 ㈱ほっかほっか亭総本部　経理部長

（現㈱ハークスレイ）

2009年９月 同社管理統括部長代理

2015年８月 ㈱デリズ　管理本部長

2016年６月 同社取締役管理本部長

2018年９月

2019年７月

㈱スパイシークリエイト　取締役（現任）

㈱デリズ　代表取締役（現任）
 

（注）

３
11

監査役

（常勤）
尾﨑　富彦 1964年５月２日

 
1989年４月 ㈱ダイエー　入社

2003年12月 ㈱フォルクス（現㈱アークミール）入社

2007年４月 ㈱アスラポート・ダイニング　入社

2007年８月 ㈱とり鉄(現㈱アスラポート）監査役(現任)

2008年８月 ㈱アスラポート・ダイニング社長室長

2011年４月 同社経営企画部長

2013年４月 同社ビジネスソリューション部長

2014年６月 ㈱プライム・リンク監査役

2015年４月 ㈱アスラポート・ダイニング法務総務部長

(現任)

2016年３月 当社監査役（現任）

2016年３月 ㈱茶月東日本監査役

2016年３月 ㈱東京小僧寿し監査役（現任）

2016年11月 ㈱ドリームコーポレーション(現㈱アルテ

ゴ）監査役（現任）

2017年６月 ㈱弘乳舎監査役（現任）

2017年10月 ㈱菊家監査役（現任）

2018年５月 ㈱十徳監査役（現任）

2018年６月 ＴＢジャパン監査役（現任）

2018年11月 平戸屋監査役（現任）
 

（注）

２，４
-

監査役 村田　聡 1959年１月６日

 
1984年３月 ㈱西武百貨店　入社

1986年４月 ㈱エルビス　入社

2003年９月 東洋商事㈱　入社

2006年11月 同社取締役経理部長

2010年３月 同社取締役管理本部長（現任）

2012年12月 小林産業㈱監査役（現任）

2016年３月 当社監査役（現任）

2018年９月 盛田㈱監査役(現任)

2018年９月 ㈱アルカン監査役(現任)

2019年７月 アンキッキ共栄㈱監査役(現任)
 

（注）

２．４
-

監査役 齊藤　隆光 1973年８月31日

 
2002年１月 国際キャピタル㈱　入社

2008年５月 阪神酒販㈱　入社

2009年１月 レゾナンスダイニング㈱(現㈱アスラポート)

代表取締役

2015年６月 茨城乳業㈱監査役（現任）

2015年６月 ㈱ドリームコーポレーション(現㈱アルテゴ)

取締役（現任）

2016年３月 当社監査役（現任）

2016年６月 ㈱アスラポート・ダイニング取締役（現任）

2016年６月 ㈱弘乳舎代表取締役（現任）

2016年６月 ㈱フルッタフルッタ取締役

2016年６月 九州乳業㈱取締役（現任）

2017年４月 ㈱スティルフーズ監査役(現任)

2017年８月 ㈱モミアンドトイ・エンターテイメント

取締役

2018年５月 ㈱十徳取締役(現任)

2018年６月 ㈱ＴＢジャパン取締役(現任)

2018年８月 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス㈱

監査役(現任)

2018年12月 ㈱ＴＯＭＯＮＩゆめ牧舎代表取締役(現任)

2019年６月 ㈱フジタコーポレーション取締役(現任)
 

（注）

２．４
-

   計  11

（注）１．西澤淳氏、檜垣周作氏、吉田光一郎氏の３名は、社外取締役であります。

２．尾﨑富彦氏、村田聡氏、齊藤隆光氏の３名は、社外監査役であります。

３．2019年３月27日就任後、２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

４．2020年３月26日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
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②　社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役及び社外監査役は、次のとおりであります。

　社外取締役　西澤淳、檜垣周作、吉田光一郎

　社外監査役　尾崎富彦、村田聡、齊藤隆光

 

西澤淳氏は、東洋商事株式会社の代表取締役、小林産業株式会社の代表取締役、ジャパンフード＆リカー・ア

ライアンス株式会社の取締役、阿櫻酒造株式会社の取締役、常楽酒造株式会社の取締役及び株式会社ＪＦＬＡ

ホールディングスの取締役を兼務しております。当社と東洋商事株式会社の間に商品販売の取引がありますが、

同社との取引実績は、当社の当期連結決算における売上高又は売上原価と販売費および一般管理費の合計額の

40％未満であります。また、当社と株式会社ＪＦＬＡホールディングスとの間に商品販売・出向者受入の取引が

ありますが、同社との取引実績は、当社の当期連結決算における売上高又は売上原価と販売費および一般管理費

の合計額の10％未満であります。

檜垣周作氏は、株式会社アスラポートの代表取締役、阪神酒販株式会社の代表取締役社長、HSIグローバル株

式会社の代表取締役社長、九州乳業株式会社の代表取締役社長、株式会社弘乳舎の代表取締役会長、ジャパン・

フード＆リカー・アライアンス株式会社の代表取締役社長、銀盤酒造株式会社の代表取締役、株式会社菊家の代

表取締役会長、茨城乳業株式会社の取締役、株式会社ＴＯＭＯＮＩゆめ牧舎の取締役、株式会社アルテゴの代表

取締役及び株式会社ＪＦＬＡホールディングスの代表取締役社長を兼務しております。当社と株式会社ＪＦＬＡ

ホールディングスの間に商品販売・出向者受入の取引がありますが、同社との取引実績は、当社の当期連結決算

における売上高又は売上原価と販売費および一般管理費の合計額の10％未満であります。また、当社と株式会社

アスラポートの間に広告ツール製作の取引がありますが、同社との取引実績は、当社の当期連結決算における売

上高又は売上原価と販売費および一般管理費の合計額の３％未満であります。

吉田光一郎氏は、経営、財務会計及び内部管理体制の分野での豊富な経験、幅広い見識に基づき、当社の内部

管理体制、ガバナンス体制を強化していただくため、2018年３月28日付にて当社取締役に就任いたしました。

尾﨑富彦氏は、株式会社東京小僧寿しの監査役、株式会社アスラポートの監査役、株式会社アルテゴの監査

役、株式会社弘乳舎の監査役及び株式会社菊家の監査役を兼務しております。当社と株式会社アスラポートの間

に広告ツール製作の取引がありますが、同社との取引実績は、当社の当期連結決算における売上高又は売上原価

と販売費および一般管理費の合計額の３％未満であります。

村田聡氏は、東洋商事株式会社の取締役及び小林産業株式会社の監査役を兼務しております。当社と東洋商事

株式会社の間に商品販売の取引がありますが、同社との取引実績は、当社の当期連結決算における売上高又は売

上原価と販売費および一般管理費の合計額の40％未満であります。

　齊藤隆光氏は、株式会社田中文悟商店の監査役、阿櫻酒造株式会社の監査役、富士高砂酒造株式会社の監査

役、株式会社アルテゴの取締役、株式会社弘乳舎の代表取締役社長、茨城乳業株式会社の監査役、九州乳業株式

会社の取締役、株式会社フルッタフルッタの取締役及び株式会社ＪＦＬＡホールディングスの取締役を兼務して

おります。
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（３）【監査の状況】

　　１　内部監査及び監査役監査の状況

監査役は３名（うち社外監査役は３名）で、年12回の監査役会の開催を行い、取締役の業務執行状況の監査を

行っております。経営会議は、代表取締役社長と、業務執行取締役、各部門長等で構成されており、具体的方針

の決定を行っております。

また、常勤監査役と内部監査室（１名）は監査の相互補完の観点から、随時、意見、情報交換を行い、連携を

密にすることで監査機能を高めています。金融商品取引法の改正に伴い、内部統制システム構築、整備をし、全

社統制及び各業務プロセスについて、文書化（業務記述書、業務フロー、ＲＣＭ）し、整備したその運用状況等

の評価を内部監査室が行い、情報交換を交えながら体制整備を進めております。

 

　　２　会計監査の状況

当社は、当事業年度において監査法人アリアとの契約を締結して会計監査を受けております。当社の会計監査

業務を執行した公認会計士は、茂木秀俊、山中康之の２名であります。また、当社の会計監査業務にかかる主た

る補助者は、公認会計士２名、その他６名であります。

当社の会計監査業務を執行する公認会計士の氏名及び継続監査年数は以下のとおりです。

業務を執行する公認会計士の氏名 継続監査年数

公認会計士　　茂木　秀俊 ２年

公認会計士　　山中　康之 ２年

（注）2019年３月27日開催の第51期定時株主総会で会計監査人を至誠監清新査法人から監査法人アリアに交代し

ております。

 

（会計監査人の変更）

　当社の会計監査人である至誠清新監査法人は、第51期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任さ

れたため、当社は監査役会の決定により、監査法人アリアを会計監査人に選任いたしました。

　監査役会が監査法人アリアを会計監査人の候補として選定した理由は、当社の会計監査人評価及び選定基準に

照らし、同監査法人が国内外の監査業務において充分に対応できる専門性を有しており、また国際業務に精通し

ていること等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。

 

（会計監査人の概略）

名 称 監査法人アリア

事 務 所 東京都港区浜松町一丁目30番5号

沿 革 平成18年　設立

概 要
構成人員　公認会計士等　14名

関与会社　上場会社をはじめとして監査関与先数19社

 

①監査公認会計士等に対する報酬の内容
 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基
づく報酬（千円）

非監査業務に基づ
く報酬（千円）

監査証明業務に基
づく報酬（千円）

非監査業務に基づ
く報酬（千円）

提出会社 36,000 - 27,000 -

連結子会社 - - - -

計 36,000 - 27,000 -
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②監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（①を除く）

該当事項ございません。

 

③その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項ございません。
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（４）【役員の報酬等】

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬

ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く。）
1,941 1,941 － － － 1

監査役

（社外監査役を除く。）
－ － － － －  

社外役員 1,800 1,800 － － － 1

 

ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、会社業績や役位などをもとに

して月額基準を定めた内規を作成し決定しております。
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（５）【株式の保有状況】

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 1 1,110

非上場株式以外の株式 1 73

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（千円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 1 73 新株予約権の引受

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（千円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 － －

 

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式（非上場株式を除く）の銘柄、株式数、貸借対照表計上額

及び保有目的

該当事項はありません。

 

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び

に当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

（１）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。）に基づいて作成しております。

なお、当連結会計年度（2020年１月１日から2020年12月31日まで）の連結財務諸表に含まれる比較情報のう

ち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成30年３月23日内

閣府令第７号。以下「改正府令」という。）による改正後の連結財務諸表規則第15条の５第２項第２号及び同条

第３項に係るものについては、改正府令附則第３条第２項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

（２）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、当事業年度（2020年１月１日から2020年12月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府

令による改正後の財務諸表等規則第８条の12第２項第２号及び同条第３項に係るものについては、改正府令附則

第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2020年１月１日から2020年12月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2020年１月１日から2020年12月31日まで）の財務諸表について監査法人アリア

による監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容や変更等を適切に把握し的確に対応するため、会計監査人との緊密な連携や、専門的な情報を有する団体が主催す

る研修・セミナーへの積極的な参加及び会計専門誌の購読等を行っております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 247,125 133,162

売掛金 288,538 412,874

商品 80,956 84,583

その他 139,410 175,688

貸倒引当金 △29,226 △27,149

流動資産合計 726,804 779,160

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 942,404 973,482

減価償却累計額 △873,670 △734,903

建物及び構築物（純額） 68,733 238,579

機械装置及び運搬具 7,552 4,049

減価償却累計額 △7,237 △3,813

機械装置及び運搬具（純額） 314 236

工具、器具及び備品 419,842 414,937

減価償却累計額 △402,351 △353,330

工具、器具及び備品（純額） 17,491 61,606

リース資産 15,435 15,435

減価償却累計額 △10,029 △11,524

リース資産（純額） 5,406 3,911

建設仮勘定 － 21,758

有形固定資産合計 91,945 326,092

無形固定資産   

ソフトウェア 3,271 8,845

その他 167 167

無形固定資産合計 3,438 9,012

投資その他の資産   

投資有価証券 1,110 1,183

敷金及び保証金 471,944 421,235

破産債権等に準ずる債権 226,698 228,295

繰延税金資産 － 23,015

その他 128,726 134,354

貸倒引当金 △241,858 △234,518

投資その他の資産合計 586,621 573,565

固定資産合計 682,005 908,670

資産合計 1,408,810 1,687,830
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 356,319 391,369

短期借入金 22,742 9,055

1年内返済予定の長期借入金 133,219 38,531

未払金 272,623 257,353

未払法人税等 32,343 48,686

未払消費税等 14,803 110,285

その他 101,962 64,059

流動負債合計 934,015 919,340

固定負債   

社債 2,253 －

長期借入金 144,553 170,147

リース債務 5,449 2,663

繰延税金負債 2,333 1,013

資産除去債務 241,977 227,806

その他 69,024 60,474

固定負債合計 465,592 462,105

負債合計 1,399,607 1,381,446

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,357,966 10,000

資本剰余金 2,466,675 97,614

利益剰余金 △5,809,764 202,315

自己株式 △7,426 △7,426

株主資本合計 7,451 302,502

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △271 △1,000

その他の包括利益累計額合計 △271 △1,000

新株予約権 2,023 4,881

純資産合計 9,203 306,384

負債純資産合計 1,408,810 1,687,830
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】
 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(自　2019年１月１日
　至　2019年12月31日)

当連結会計年度
(自　2020年１月１日
　至　2020年12月31日)

売上高 5,804,616 6,130,063

売上原価 2,498,765 2,950,052

売上総利益 3,305,850 3,180,011

販売費及び一般管理費 3,501,840 3,122,817

営業利益又は営業損失（△） △195,989 57,194

営業外収益   

受取利息 596 1,484

受取賃貸料 94,248 80,254

その他 28,577 26,607

営業外収益合計 123,423 108,346

営業外費用   

支払利息 12,201 4,981

賃貸資産関連費用 84,218 75,759

その他 48,055 41,892

営業外費用合計 144,476 122,633

経常利益又は経常損失（△） △217,043 42,907

特別利益   

固定資産売却益 － 2,000

投資有価証券売却益 9,950 －

子会社株式譲渡益 55,173 －

債務整理益 59,187 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 17,986 －

特別利益合計 142,298 2,000

特別損失   

店舗閉鎖損失 － 6,177

臨時休業損失 － 7,348

固定資産除却損 11,126 138

減損損失 10,389 －

その他 2,120 4,011

特別損失合計 23,637 17,676

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△）
△98,382 27,230

法人税、住民税及び事業税 18,803 24,132

法人税等調整額 △244 △24,334

法人税等合計 18,558 △202

当期純利益又は当期純損失（△） △116,941 27,433

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に

帰属する当期純損失（△）
－ －

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△）
△116,941 27,433
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【連結包括利益計算書】
 

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(自　2019年１月１日
　至　2019年12月31日)

当連結会計年度
(自　2020年１月１日
　至　2020年12月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） △116,941 27,433

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 － △729

その他の包括利益合計 － △729

包括利益 △116,941 26,704

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △116,941 26,704

非支配株主に係る包括利益 － －
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

    (単位：千円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,769,338 1,878,047 △5,699,703 △7,426 △1,059,744

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期純損失（△） － － △116,941 － △116,941

親会社株主に帰属する当期純利益 － － △116,941 － △116,941

連結範囲の変動による剰余金の増加 － － 6,880 － 6,880

新株予約権の行使 388,628 388,628 － － 777,256

転換社債の転換による株式の発行 200,000 200,000 － － 400,000

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － － － － －

当期変動額合計 588,628 588,628 △110,061 － 1,067,195

当期末残高 3,357,966 2,466,675 △5,809,764 △7,426 7,451

 

     

 その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計

 為替換算調整勘定
その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 － － 1,842 △1,057,901

当期変動額     

親会社株主に帰属する当期純損失（△） － － － △116,941

親会社株主に帰属する当期純利益 － － － △116,941

連結範囲の変動による剰余金の増加 － － － 6,880

新株予約権の行使 － － － 777,256

転換社債の転換による株式の発行 － － － 400,000

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △271 △271 180 △90

当期変動額合計 △271 △271 180 1,067,105

当期末残高 △271 △271 2,023 9,203
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当連結会計年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

    (単位：千円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,357,966 2,466,675 △5,809,764 △7,426 7,451

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期純利益 － － 27,433 － 27,433

資本金から剰余金への振替 △3,481,776 3,481,776 － － －

欠損填補 － △5,984,646 5,984,646 － －

新株予約権の行使 133,809 133,809 － － 267,618

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － － － － －

当期変動額合計 △3,347,966 △2,369,061 6,012,079 － 295,051

当期末残高 10,000 97,614 202,315 △7,426 302,502

 

     

 その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計

 為替換算調整勘定
その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △271 △271 2,023 9,203

当期変動額     

親会社株主に帰属する当期純利益 － － － 27,433

資本金から剰余金への振替 － － － －

欠損填補 － － － －

新株予約権の行使 － － － 267,618

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △729 △729 2,858 2,129

当期変動額合計 △729 △729 2,858 297,181

当期末残高 △1,000 △1,000 4,881 306,384
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(自　2019年１月１日
　至　2019年12月31日)

当連結会計年度
(自　2020年１月１日
　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純

損失（△）
△98,382 27,230

減価償却費 18,100 38,344

減損損失 10,389 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,690 △9,415

固定資産除却損 11,126 138

投資有価証券売却損益（△は益） △9,950 -

店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △27,230 -

受取利息及び受取配当金 △596 △1,484

支払利息 12,201 4,981

売上債権の増減額（△は増加） △2,729 △129,117

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,431 △3,627

破産債権等に準ずる債権の増減額（△は増加） △20,148 △1,596

仕入債務の増減額（△は減少） △108,491 35,050

未払金の増減額（△は減少） △111,600 △28,933

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,784 95,481

その他の流動資産の増減額（△は増加） △74,205 △51,516

その他の流動負債の増減額（△は減少） △24,551 △36,097

その他の固定負債の増減額（△は減少） △66,603 △8,847

その他 51,375 22,510

小計 △449,822 △46,897

利息の支払額 △12,610 △7,487

利息及び配当金の受取額 597 942

法人税等の支払額 △11,868 △7,364

営業活動によるキャッシュ・フロー △473,703 △60,807

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △77,382 △258,990

無形固定資産の取得による支出 △3,786 -

有形固定資産の売却による収入 927 2,000

投資有価証券の取得による支出 － △73

投資有価証券の売却による収入 10,000 -

資産除去債務の履行による支出 △27,352 △16,514

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

支出
△1,054 －

敷金及び保証金の差入による支出 △4,844 △18,965

敷金及び保証金の回収による収入 78,452 60,666

預り保証金の受入による収入 384 4,300

預り保証金の返還による支出 △4,025 △4,491

貸付けによる支出 △25,956 -

貸付金の回収による収入 50,780 4,320

その他 △7,672 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,530 △227,749

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △180,438 △13,687

社債の償還による支出 △3,247 △2,253

長期借入金の返済による支出 △44,446 △69,094

リース債務の返済による支出 △1,201 △2,785

新株予約権の行使による株式の発行による収入 770,376 266,962

新株予約権の発行による収入 6,860 3,514

財務活動によるキャッシュ・フロー 547,903 182,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 62,669 △105,899

現金及び現金同等物の期首残高 201,252 276,429

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減

額（△は減少）
12,508 -

現金及び現金同等物の期末残高 276,429 170,529
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

 

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社の数　　4社

連結子会社の名称

株式会社スパイシークリエイト

株式会社けあらぶ

株式会社デリズ

KOZO SUSHI AMERICA, INC.

株式会社東京小僧寿しは、2020年11月16日を効力発生日として、株式会社小僧寿しを存続会社とした吸

収合併にとり、消滅会社となりました。

 

２．持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社数

　該当事項はありません。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次の通りであります。

会社名 決算日  

株式会社けあらぶ ３月31日 *1

*１：連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。

なお、当連結会計年度より、連結子会社の株式会社デリズの決算日を12月31日に変更しております。

この決算期変更に伴い、当連結会計年度において、2019年12月1日から2020年12月31日までの13か月間を

連結しております。決算期変更した株式会社デリズの2019年12月1日から2019年12月31日までの売上高は

133百円、営業利益は０百万円、経常利益は０百万円、税金等調整前当期純利益は△０百万円でありま

す。

 

４．会計方針に関する事項

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

（イ）その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

ロ　たな卸資産

商品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価を切下げる方法）

貯蔵品

最終仕入原価法

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物及び構築物　　　　３～20年

工具、器具及び備品　　３～13年

ロ　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお自社のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっており

ます。

ハ　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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ニ　長期前払費用

定額法

（３）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ　店舗等閉鎖損失引当金

　店舗等の閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、店舗等閉鎖により合理的に見込まれる中途解約違約金

及び撤去等に係る諸経費の損失見込額を計上しております。

（４）のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間で均等償却しております。

なお、当連結会計年度末における残高はありません。

（５）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、預託現金、取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する定期預金及び満期日又は償還日等の定めのない容易に換金可能であり、か

つ価値変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。

（６）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

イ　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

ロ　連結納税制度の適用

当社及び一部の連結子会社は株式会社小僧寿しを連結親法人とする連結納税制度を適用しております。

 

（未適用の会計基準等）

・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年３月30日)

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日)

（１） 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

（２） 適用予定日

2022年12月期の期首より適用予定であります。

（３） 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

 

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業会計基準委員

会）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企業会計基準委

員会）

（１） 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳

細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においては

Accounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委

員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合

性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価算定会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いるこ

とにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にす

べて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大

きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

（２） 適用予定日

2022年12月期の期首より適用予定であります。

（３） 当該会計基準等の適用による影響
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影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

 

・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年３月31日　企

業会計基準委員会）

（１） 概要

「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実に

ついて検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開

示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。

なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の

充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないた

めに、企業会計原則注解（注1-2）の定めを引き継ぐこととされております。

（２） 適用予定日

2021年12月期の年度末から適用します。

 

・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）

（１） 概要

国際会計基準審議会（IASB）が2003年に公表した国際会計基準（IAS）第１号「財務諸表の表示」（以下「IAS

第１号」）第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者に

とって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せら

れ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準（以下「本会計基準」）が開発され、

公表されたものです。

企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、

原則（開示目的）を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあ

たっては、IAS第１号第125項の定めを参考とすることとしたものです。

（２） 適用予定日

2021年12月期の年度末から適用します。

 

（表示方法の変更）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「未収入金」及び「流動負債」の「預り

金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「流動資産」の「その他」及び「流動負債」の

「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めてい

た「未払い消費税等」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。

これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「未収入金」35,907千円

と「その他」103,502千円は、「その他」139,410千円として、「流動負債」に表示していた「預り金」77,039千

円と「その他」39,727千円は、「未払消費税」14,803千円、「その他」101,962千円として組み替えておりま

す。
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（連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

 

（連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。

 
前連結会計年度

（自　2019年１月１日
　　至　2019年12月31日）

当連結会計年度
（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

賃金・手当 1,747,302千円 1,600,118千円

支払手数料 210,880 178,420

地代家賃 382,249 277,828

貸倒引当金繰入額 23,417 △13,709

 

※２　固定資産除却損の内容は次の通りであります。

 
 
 

前連結会計年度
（自　2019年１月１日
至　2019年12月31日）

当連結会計年度
（自　2020年１月１日
至　2020年12月31日）

建物及び構築物 8,148千円 重要性が乏しいため記載を省略

機械装置及び運搬具 - しております。

工具、器具及び備品 2,977  

ソフトウェア -  

計 11,126  

 

※３　減損損失

前連結会計年度（自2019年１月１日　至2019年12月31日）

（１）減損損失を認識した資産グループの概要

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

兵庫県他 店舗設備等 建物、機械装置、器具備品等

 

（２）減損損失の認識に至った経緯

長期的な消費の落ち込みに加え、店舗を取り巻く環境の急激な変化などに対応しきれない資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失10,389千円を特別損失に計上しました。その内訳は、建

物及び構築物5,752千円、機械装置207千円、器具及び備品4,279千円、ソフトウェア150千円であります。

 

（３）資産のグルーピングの方法

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位としてグルーピングを

しております。

 

（４）回収可能価額の算定方法

資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値にて測定しております。正味売却価額につい

ては主として路線価を使用し、使用価値については主として将来キャッシュ・フローが見込まれない店舗

に関しては、帳簿価額全額を減損損失としております。

 

当連結会計年度（自2020年１月１日　至2020年12月31日）

　該当事項はありません。

 

（連結包括利益計算書関係）

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社小僧寿し(E02775)

有価証券報告書

 70/111



（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 33,246,765 58,430,000 － 91,676,765

A種種類株式 － 40,000,000 － 40,000,000

合計 33,246,765 98,430,000 － 131,676,765

自己株式     

普通株式 6,665 － － 6,665

合計 6,665 － － 6,665

（注）１．普通株式の発行済株式の増加は、新株予約権の行使による増加であります。

２．A種種類株式の発行済株式の増加40,000,000株は、転換社債型新株予約権付社債の転換による増加でありま

す。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（千円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション
としての新株予約権

普通株式 177,000 － 58,000 119,000 2,023

提出会社

（親会社）

第５回新株予約権
（第三者割当）

普通株式 － 8,300,000 8,300,000 － －

提出会社

（親会社）

第６回新株予約権
（第三者割当）

普通株式 － 52,000,000 52,000,000 － －

合計 － 177,000 60,300,000 60,358,000 119,000 2,023

(注)１．ストック・オプションとしての新株予約権の当期連結会計年度の減少は、権利失効によるものであります。

２．第５回、第６回新株予約権の当連結会計年度の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

３．第５回新株予約権の減少は、新株予約権の行使6,430,000株、新株予約権の取得及び消却1,870,000株でありま

す。

４．第６回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

 

当連結会計年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 91,676,765 25,869,500 － 117,546,265

A種種類株式 40,000,000 － 14,269,500 25,730,500

合計 131,676,765 25,869,500 14,269,500 143,276,765

自己株式     

普通株式 6,665 150 － 6,815

合計 6,665 150 － 6,815

（注）１．普通株式の発行済株式の増加は、新株予約権の行使による増加及びＡ種種類株式の行使による増加であり

ます。

２．Ａ種種類株式の発行済株式の減少は、権利行使による普通株式転換による減少であります。
 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
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区分 内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（千円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション
としての新株予約権

普通株式 119,000 － － 119,000 2,023

提出会社

（親会社）

第７回新株予約権
（第三者割当）

普通株式 － 5,800,000 5,800,000 － －

提出会社

（親会社）

第８回新株予約権
（第三者割当）

普通株式 － 5,800,000 5,800,000 － －

提出会社

（親会社）

2020年有償ストック・
オプションとしての新
株予約権

普通株式 － 3,600,000 － 3,600,000 201

提出会社

（親会社）

第10回新株予約権
（第三者割当）

普通株式 － 2,740,000 － 2,740,000 2,657

合計 － 119,000 17,940,000 11,600,000 6,459,000 4,881

(注)１．新株予約権の当連結会計年度の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

２．新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

３．2020年有償ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自　2019年１月１日
至　2019年12月31日）

当連結会計年度
（自　2020年１月１日
至　2020年12月31日）

現金及び預金勘定 247,125千円 133,162千円

流動資産の「その他」のうち預け金 29,304千円 37,367千円

現金及び現金同等物 276,429千円 170,529千円

 

 

※２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度（自2019年１月１日　至2019年12月31日）

株式の売却により、介護サポートサービス株式会社が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及

び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入は次のとおりです。

流動資産 67,094千円

固定資産 24,359千円

流動負債 △32,955千円

固定負債 △113,672千円

子会社株式譲渡益 55,173千円

株式の売却価額 0千円

現金及び現金同等物 △1,054千円

連結範囲の変更に伴う支出 △1,054千円

 

重要な非資金取引の内容

転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

 
前連結会計年度

（自　2019年１月１日
至　2019年12月31日）

当連結会計年度
（自　2020年１月１日
至　2020年12月31日）

新株予約権の行使による資本金増加額 200,000千円 －千円

新株予約権の行使による資本準備金増加額 200,000千円 －千円

新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額 400,000千円 －千円
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を調達しております。

一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金は自己資金をもって賄って

おります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金並びに敷金及び保証金は、取引先の信用リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、その殆どが２ヶ月以内の支払期日であります。

借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり償還日は最長５年であります。

（３）金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は債権管理規程に従い営業債権について担当部門が取引先の状況を定期的にモニタリングし、相手先

ごとに期日及び残高を管理するとともに財政状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており

ます。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて同様の管理を行っております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２参照）。

 

前連結会計年度（2019年12月31日）

 
連結貸借対照表計上

額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

（１）現金及び預金 247,125 247,125 －

（２）売掛金 288,538 288,538 －

（３）未収入金 35,907 35,907 －

（４）敷金及び保証金 471,944 463,949 △7,994

（５）破産債権等に準ずる債権 226,698 226,698 －

（６）その他 15,159 15,159 －

　貸倒引当金 △241,858 △241,858 －

 － － －

資産計 1,043,516 1,035,521 △7,994

（１）買掛金 356,319 356,319 －

（２）短期借入金 22,742 22,742 －

（３）未払金 272,623 272,623 －

（４）未払法人税等 32,343 32,343 －

（５）長期借入金（※１） 277,772 262,438 △15,333

（６）社債（※２） 2,253 2,155 △97

負債計 964,055 948,623 △15,431

（※１）長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

（※２）社債には１年内返済予定の金額を含んでおります。
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当連結会計年度（2020年12月31日）

 
連結貸借対照表計上

額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

（１）現金及び預金 133,162 133,162 －

（２）売掛金 412,874 412,874 －

（３）敷金及び保証金 421,235 418,219 △3,015

（４）破産債権等に準ずる債権 228,295 228,295 －

　貸倒引当金 △228,295 △228,295  

 － － －

資産計 967,273 964,257 △3,015

（１）買掛金 391,369 391,369 －

（２）短期借入金 9,055 9,055 －

（３）未払金 257,353 257,353 －

（４）未払法人税等 48,686 48,686 －

（５）長期借入金（※１） 208,678 191,095 △17,582

負債計 915,143 897,560 △17,582

（※１）長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項

資　産

（１）　現金及び預金　（２）　売掛金

これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。

（３）　敷金及び保証金

将来キャッシュ・フローを、回収までの見積残期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価

値により算出しております。

（４）　破産債権等に準ずる債権

これらの時価は、回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、連結決算日における連結貸

借対照表計上額から現在の貸倒引当金を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としてお

ります。

 

負　債

（１）　買掛金　（２）　短期借入金　（３）　未払金　（４）　未払法人税等

これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。

（５）　長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算出しております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
前連結会計年度

　（2019年12月31日）
当連結会計年度

　（2020年12月31日）

投資有価証券（非上場株式）※ 1,110千円 1,183千円

※　市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「２．金融商品の時価等に関

する事項」の表には含めておりません。
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３．金銭債権等の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2019年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 247,125 － － －

売掛金 288,538 － － －

未収入金 35,907 － － －

敷金及び保証金 1,200 － － 470,744

合計 572,771 － － 470,744

※　破産債権等に準ずる債権については、償還予定額が見込めないため上記の表には含めておりません。

 

当連結会計年度（2020年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 133,162 － － －

売掛金 412,874 － － －

敷金及び保証金 3,560 － － 417,675

合計 549,597 － － 417,675

※　破産債権等に準ずる債権については、償還予定額が見込めないため上記の表には含めておりません。

 

４．社債、長期借入金、リース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2019年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

社債 2,253 － － － － －

長期借入金 133,219 135,226 6,143 3,018 166 －

合計 135,472 135,226 6,143 3,018 166 －

 

当連結会計年度（2020年12月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 38,531 103,876 － － － 66,271
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定拠出年金制度を採用しております。また、当社は外食産業ジェフ企業年金基金に加入して

おりますが、自社の拠出に対する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と

同様に会計処理をしております。

 

２．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　2019年１月１日
至　2019年12月31日）

当連結会計年度
（自　2020年１月１日
至　2020年12月31日）

外食産業ジェフ企業年金基金の掛金 6,044千円 5,861千円

確定拠出年金の掛金 5,586千円 5,251千円

退職給付費用合計 11,630千円 11,111千円

 

４．要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項

　外食産業ジェフ企業年金基金に関する事項は次の通りであります。

　なお、前連結会計年度は、外食産業ジェフ企業年金基金は、直近時点で金額が確定していないため記載

を省略しております。

（１）制度全体の積立状況に関する事項

 
前連結会計年度

（2019年３月31日現在）
当連結会計年度

（2020年３月31日現在）

年金資産の額 －千円 49,664千円

年金財政計算上の給付債務の額 －千円 49,067千円

差引額 －千円 596千円

 

（２）制度全体に占める当社の掛金拠出割合

 
前連結会計年度

（2019年３月31日現在）
当連結会計年度

（2020年３月31日現在）

掛金拠出割合 －％ 0.19％

 

（３）補足説明

前連結会計年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

当社が加入していた外食産業ジェフ厚生年金基金は2019年１月１日付で厚生労働大臣より代行返上の認

可を受け解散したため、同日付で外食産業ジェフ企業年金基金へ移行しております。当該厚生年金制度の

解散による追加負担額の発生はありません。

 

当連結会計年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

上記（１）の差引額の主な要因は、当年度剰余金であります。
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（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る当初の資産計上又は費用計上額及び科目名

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（自　2019年１月１日
至　2019年12月31日）

当連結会計年度
（自　2020年１月１日
至　2020年12月31日）

販売費及び一般管理費 166 －

 

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

 
前連結会計年度

（自　2019年１月１日
至　2019年12月31日）

当連結会計年度
（自　2020年１月１日
至　2020年12月31日）

新株予約権戻入益 163 －

 

３．ストック・オプションの内容、規模及びその活動状況

（１）ストック・オプションの内容
   

 
2017年ストック・オプション

（第４回新株予約権）

付与対象者の区分及び人数 当社従業員　22名

株式の種類別のストック・

オプション等の数（注）
普通株式　177,000株

付与日 2017年４月17日

権利確定条件

①　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会

社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この

限りではない。

②　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③　新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可

能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うこと

はできない。

④　各本新株予約権１個未満の行使を行う事はできない。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自　2019年４月17日

至　2023年４月16日

(注) 株式数に換算して記載しております。
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2020年有償ストック・オプション

（第９回新株予約権）

付与対象者の区分及び人数 当社役員７名　当社従業員　16名　当社連結子会社役員　３名

株式の種類別のストック・

オプション等の数（注）
普通株式　3,600,000株

付与日 2020年９月９日

権利確定条件

(１)　本新株予約権の付与を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）

は、本新株予約権を行使する時点において、当該本新株予約権者が当社又

は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあるこ

とを要する。但し、定年退職により退職した場合、その他当社取締役の過

半数が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。

(２)　本新株予約権者が2022年8月15日から2030年8月14日までに死亡し

た場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。

(３)　本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合に

は、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨の

場合を除き、当社取締役の過半数（当社が取締役会設置会社である場合は

取締役会）が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合には

この限りではない。

①　禁錮刑以上の刑に処せられた場合

②　当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は

当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わ

ず当社と競業した場合（但し、当社の書面による事前の承認を得た場

合を除く。）

③　法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合

④　差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又

は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤　支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた

手形若しくは小切手が不渡りになった場合

⑥　破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の

申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合

　　⑦　就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合

⑧　役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合

⑨　反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去

5年以内にこれらに該当した疑いのある場合

(４)　本件新株予約権者は，2020年12月期の事業年度における当社決算書

上の損益計算書における営業利益が36百万円に達しなかったときは，本

件新株予約権を行使することができない（以下本議題にて，当該行使条件

を「業績条件」という。）。業績条件の判断は2020年12月末日に行うも

のとする。

(５)　本新株予約権者は、本第12項（1）ないし（4）号の規定において、

本新株予約権を行使することができることを条件に、2020年8月15日か

ら2030年8月14日の期間において、以下に定める割合ずつ権利行使可能

となる（以下、権利行使可能となることを「ベスティング」という）。

但し、本新株予約権者が本第12項（2）～（3）号に定める事実に該当す

るに至った場合は、当該時点以降のべスティングは中止し、本新株予約

権者が休職期間中にある期間は、ベスティングされないものとする。な

お、ベスティングされる本新株予約権の数については、割当時点におい

て本新株予約権者が保有する本新株予約権の数にベスティング割合を乗

じて算定するものとし、1個未満の端数についてはこれを切り捨てる。ま

た、5回目のベスティングにおいて、新株予約権者に発行された新株予約

権のうちベスティングされていない残りの当該新株予約権も全てベステ

ィングされるものとする。

1. 2021年12月末日：5分の1

2. 2022年12月末日：5分の1

3. 2023年12月末日：5分の1

4. 2024年12月末日：5分の1

5. 2025年12月末日：5分の1

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自　2022年８月15日

至　2030年４月14日

(注) 株式数に換算して記載しております。
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（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（2020年12月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

等の数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
2017年ストック・オプション

（第４回新株予約権）
2020年有償ストック・オプション

（第９回新株予約権）

権利確定前　（株）   

前連結会計年度末 － －

付与 － 3,600,000

失効 － －

権利確定 － －

未確定残 － 3,600,000

権利確定後　（株）   

前連結会計年度末 119,000 －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － －

未行使残 119,000 －

 

②　単価情報

 
2017年ストック・オプション

（第４回新株予約権）

2020年有償ストック・オプション

（第９回新株予約権）

権利行使価格（円） 95 80

行使時平均株価（円） － －

付与日における公正な評価単価

（円）
1,700 0.057

 

（３）ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。

EDINET提出書類

株式会社小僧寿し(E02775)

有価証券報告書

 79/111



（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（2019年12月31日）
 

当連結会計年度
（2020年12月31日）

繰延税金資産    

税務上の欠損金 2,259,284千円  2,432,837千円

貸倒引当金 83,006千円  57,190千円

減損損失 42,548千円  43,923千円

資産除去債務 74,006千円  79,322千円

投資有価証券評価損 18,678千円  21,082千円

減価償却超過額 21,636千円  -千円

その他 21,256千円  845千円

小計 2,520,416千円  2,635,202千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △2,259,284千円  △2,408,214千円

将来減算一次差異等の合計に係る評価性引当額 △261,132千円  △202,364千円

評価性引当額小計（注）１ △2,520,416千円  △2,610,579千円

繰延税金資産合計 －  24,623

繰延税金負債    

資産除去債務に対応する除去費用 2,333千円  2,621千円

繰延税金負債合計 2,333千円  2,621千円

 

（注）評価性引当額が増加しております。この主な要因は、外形標準課税の適用外になったことにより法定実効税率が変

わったことによるものです。

 

　　　１．税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2019年12月31日）

（単位：千円）

 １年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越

欠損金(※)
266,947 286,847 419,705 454,765 257,455 573,561 2,259,284

評価性引当額 △266,947 △286,847 △419,705 △454,765 △257,455 △573,561 △2,259,284

繰延税金資産 － － － － － － －

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

当連結会計年度（2020年12月31日）

（単位：千円）

 １年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越

欠損金(※１)
311,306 468,318 509,134 309,841 107,616 726,619 2,432,837

評価性引当額 △286,683 △468,318 △509,135 △309,841 △107,616 △726,619 △2,408,214

繰延税金資産 24,623 - - - - - 24,623

(※１) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(※２) 税務上の繰越欠損金について、繰延税金資産24,623千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した繰越

欠損金は、翌事業年度に発生する課税所得により回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

 
前連結会計年度

（2019年12月31日）

 

 

当連結会計年度

（2020年３月31日）

法定実効税率 税金等調整前当期純損失を  34.6％

（調整） 計上しているため注記を省略   

評価性引当額の増減 しております。  △89.4

住民税均等割   48.7

連結納税による影響   7.9

その他   △2.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率   △0.7

 

 

（企業結合等関係）

（連結子会社の吸収合併）

当社は、2020年9月30日開催の臨時株主総会において、当社の連結子会社である株式会社東京小僧寿しの吸収合併に

ついて承認を受け、2020年11月16日付で株式会社東京小僧寿しを吸収合併いたしました。

１．取引の概要

(1）被合併企業の名称及び事業の内容

名称　　　　　株式会社東京小僧寿し

事業の内容　　持ち帰リ寿しの販売

(2）企業結合日

2020年11月16日

(3）企業結合の法的形式

当社を存続会社、株式会社東京小僧寿しを消滅会社とする吸収合併

(4）企業結合後の名称

株式会社小僧寿し

(5）その他取引の概要に関する事項

本合併は、完全子会社の株式会社東京小僧寿しの管理・統括機能を当社に移管することで、機動的な運営管理体

制を構築することが目的でございます。

２．実施する会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取引として

処理しております。
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（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ　当該資産除去債務の概要

店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を取得から２年から31年と見積り、割引率は0.0％から2.1％を使用して資産除去債務の金

額を計算しております。

 

ハ　当該資産除去債務の総額の増減

 
前連結会計年度

（自　2019年１月１日
至　2019年12月31日）

当連結会計年度
（自　2020年１月１日
至　2020年12月31日）

期首残高 344,088千円 241,977千円

見積り変更による減少額 △47,228千円 －千円

店舗形態転換による増加額 9,725千円 －千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 539千円 3,858千円

時の経過による調整額 642千円 －千円

資産除去債務の履行による減少額 △65,790千円 △16,514千円

期末残高 241,977千円 229,321千円

 

二　資産除去債務の金額の見積り変更

　前連結会計年度において、不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上している当社の資産除去債務

について、工事業者から見積りを取得するなどの調査の結果、原状回復費用の新たな情報を入手したことに

伴い、原状回復費用に関しての見積り変更を行いました。この見積りの変更による減少額47,228千円を変更

前の資産除去債務残高から減額しております。当該見積りの変更により、前連結会計年度の営業損失、経常

損失、税金等調整前当期純損失が47,228千円減少しております。

　なお、当連結会計年度において、見積りの変更はございません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、事業別のセグメントから構成されており、「持ち帰り寿し事業等」、「デリバリー事

業」の２つを報告セグメントとしております。なお、前連結会計年度に介護サポートサービス株式会社の保

有株式を全て譲渡し連結範囲から除外したことに伴い、当連結会計年度から「介護・福祉事業」の報告セグ

メントを廃止し、「持ち帰り寿し事業等」「デリバリー事業」を報告セグメントとしております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

     （単位：千円）

 報告セグメント

調整額
連結財務諸表

計上額
（注）１ 

持ち帰り寿し

事業等
デリバリー事業 介護・福祉事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 4,025,535 1,469,219 309,861 5,804,616 － 5,804,616

セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,813 12,394 － 15,208 △15,208 －

計 4,028,349 1,481,614 309,861 5,819,825 △15,208 5,804,616

セグメント利益又は損失（△） △83,861 △46,373 △65,755 △195,989 － △195,989

その他の項目       

減価償却費 5,445 12,655 － 18,100 － 18,100

（注）１．セグメント損失は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。

２．セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討

対象とはなっていないため記載しておりません。

 

当連結会計年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

    （単位：千円）

 報告セグメント

調整額
連結財務諸表

計上額
（注）１ 

持ち帰り寿し

事業等
デリバリー事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 4,222,118 1,907,944 6,130,063  6,130,063

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 1,503 1,503 △1,503 －

計 4,222,118 1,909,447 6,131,566 △1,503 6,130,063

セグメント利益又は損失（△） △39,576 96,770 57,194 － 57,194

その他の項目      

減価償却費 18,055 20,289 38,344 － 38,344

（注）１．セグメント損益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

２．セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討

対象とはなっていないため記載しておりません。
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【関連情報】

前連結会計年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

（１）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

（２）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。

 

当連結会計年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

（１）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

（２）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）
（単位：千円）

 
持ち帰り寿し事

業等
デリバリー事業 介護・福祉事業 全社・消去 合計

減損損失 10,389 － － － 10,389

 

当連結会計年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

種類
会社等の

名称又は氏名
所在地

資本金
又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
(％)

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
(千円)

法人主
要株主
等

株式会社
JFLAホール
ディングス
(注)４

東京都
中央区

2,910,363
千円

外食の直営・
フランチャイ
ズ事業
食品の生産・
販売事業
食品の小売・
流通事業

（被所有）
直接　4.46

食材の購入
資金の借入
社債の発行

 

食材の仕入等
資金の借入
社債の発行

 

297,590
－
－

 

買掛金
短期借入金

転換社債型新株
予約権付社債

39,929
170,000
400,000

 

法人主
要株主
等

EVO FUND
（注）５

英国領
ケイマ
ン諸島

１米ドル
 
投資事業
 

（被所有）
直接　13.17

新株の発行
新株の発行
（新株予約権
の行使）

577,200 新株予約権 －

法人主
要株主
等の子
会社

東洋商事
株式会社
（注）６

東京都
中央区

10,000
千円

食品の流通事
業

（被所有）
－

食材の購入
運搬費の支払
商品の販売

食材の仕入等
運搬費の支払
商品の販売

981,910
112,698
183,094

買掛金
未払金
売掛金

168,994
18,547
24,967

(注)１．資金の借入の金利については、市場実勢価格を勘案し、都度交渉の上決定しております。

２．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

３．取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格、原価等を勘案して、毎期価格交渉の上決定しております。

４．株式会社ＪＦＬＡホールディングスは2019年８月に主要株主でなくなったため、関連当事者ではなく

なっております。そのため取引金額については関連当事者であった期間の金額を、期末残高について

は関連当事者でなくなった時点の残高を記載しております。また、議決権等の所有（被所有）割合に

ついては2019年12月31日時点の割合を記載しております。なお、第６回新株予約権発行及びＡ種種類

株式発行に伴い、転換社債型新株予約権付社債は現物出資を受け消滅しており、短期借入金は全額返

済しており、2019年12月末時点の残高はございません。

５．ＥＶＯ ＦＵＮＤは2019年８月に主要株主となったため、関連当事者となっております。そのため取

引金額については関連当事者となった日以降の期間の金額を、期末残高については2019年12月31日時

点の残高を記載しております。また、議決権等の所有（被所有）割合については2019年12月31日時点

の割合を記載しております。

６．東洋商事株式会社は2019年８月に主要株主の子会社でなくなったため、関連当事者ではなくなってお

ります。そのため取引金額については関連当事者であった期間の金額を、期末残高については関連当

事者でなくなった時点の残高を記載しております。
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当連結会計年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

種類
会社等の

名称又は氏名
所在地

資本金
又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
(％)

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
(千円)

法人主
要株主
等

株式会社
JFLAホール
ディングス

東京都
中央区

2,910,363
千円

外食の直営・
フランチャイ
ズ事業
食品の生産・
販売事業
食品の小売・
流通事業

（被所有）
直接　13.00

食材の購入

 
フランチャイ
ズ加盟金等の

売上

食材の仕入等

 
フランチャイズ

加盟金
その他売上

541,372

 
25,000

 
24

買掛金
未払金
売掛金

 
 

48,309
19,914
27,500

 
 

法人主
要株主
等の子
会社

東洋商事
株式会社

東京都
中央区

10,000
千円

食品の流通事
業

（被所有）
－

食材の購入
運搬費の支払
商品の販売

食材の仕入等
運搬費の支払
商品の販売

1,722,320
197,737
224,944

買掛金
未払金
売掛金

249,186
26,486
32,158

法人主
要株主
等の子
会社

株式会社
十徳屋

熊本県
熊本市

1.269
千円

販売
（被所有）

－
 

食材の売上、
店舗売却等

店舗売却
食材の売上等

30,000
34,553

売掛金

 
28,734

 

(注)１．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格、原価等を勘案して、毎期価格交渉の上決定しております。
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(2) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会

社等

 

前連結会計年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

該当事項はありません。

 

(3) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

種類
会社等の

名称又は氏名

議決権等の所有
（被所有）割合

(％)

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
(千円)

役員 山崎　豊
（被所有）
　直接　0.01

当社取締役
株式会社デリズ
代表取締役

子会社の銀行
借入に対する
債務被保証
(注)１

154,519 － －

(注)１．子会社の銀行借入金に対して、債務保証を受けております。保証料の支払は行っておりません。

 

当連結会計年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

種類
会社等の

名称又は氏名

議決権等の所有
（被所有）割合

(％)

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
(千円)

役員が議決
権の

過半数所有
する会社

阪神酒販株式会
社

被所有(直接)
4.9

新株の発行
食材の購入

新株予約権の
行使

新株予約権の
発行

食材の仕入等

150,962
2,976
59,257

新株予約権
買掛金

2,657
60,667

役員 山崎　豊
（被所有）
　直接　0.01

当社取締役
株式会社デリズ
代表取締役

子会社の銀行
借入に対する
債務被保証
(注)４

94,588 － －

(注)１．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　市場価格、原価等を勘案して、毎期価格交渉の上決定しております。

３．新株予約権の発行については、第三者機関の評価を勘案して決定しております。

４．子会社の銀行借入金に対して、債務保証を受けております。保証料の支払は行っておりません。

 

２．親会社又は重要な関係会社に関する注記

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　2019年１月１日
至　2019年12月31日）

当連結会計年度
（自　2020年１月１日
至　2020年12月31日）

 
１株当たり純資産額 △4円29銭

１株当たり当期純損失金額（△） △2円49銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

 
１株当たり純資産額 0円38銭

１株当たり当期純利益 0円25銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 0円19銭

 

 

（注）１．１株当たり当期純利益又は純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前連結会計年度

（自　2019年１月１日
至　2019年12月31日）

当連結会計年度
（自　2020年１月１日
至　2020年12月31日）

１株当たり当期純利益又は純損失金額   

親会社株主に帰属する当期純利益又は損失金額

（△）（千円）
△116,941 27,433

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利

益又は純損失金額（△）（千円）
△116,941 27,433

期中平均株式数（株） 46,955,168 108,144,613

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額（千

円）
－ －

普通株式増加数（株） － 31,486,335

（うち新株予約権（株））

（うちA種種類株式（株））
－

（2,740,000）

（25,730,500）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要

新株予約権（新株予約権の1,190

個　普通株式119千株）

新株予約権（新株予約権の1,190

個　普通株式119千株）

 

　　２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前連結会計年度

  （2019年12月31日）
当連結会計年度

  （2020年12月31日）

純資産の部の合計額（千円） 9,203 306,384

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 402,023 262,186

（うちＡ種優先株式（千円）） （400,000） （257,305）

（うち新株予約権 （千円）） （2,023） （4,881）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） △392,819 44,197

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株）
91,670,100 117,539,450
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（重要な後発事象）

株式譲渡契約の締結

　当社は、2021年3月23日開催の取締役会において、株式会社 だいまる（栃木県宇都宮市：食品スーパー事業）

の株式を取得することを決議し、同日株式譲渡契約を締結いたしました。

 

株式取得の理由

　当社は、持ち帰り寿し事業等の事業セグメントにおいて、持ち帰り寿し店「小僧寿し」「茶月」等のブランド

を、直営店84店舗、ＦＣ店112店舗、合計196店舗の運営を行っており、連結子会社である株式会社デリズにおい

て展開するデリバリー事業セグメントにおいて、直営店18店舗、ＦＣ店74店舗、合計92店舗の運営を行ってお

り、当社グループが運営する店舗数は、全国で288店舗となっております。

　当社は、2019年８月30日付「中期経営計画策定のお知らせ ‒ 次期3ヵ年計画 2020年12月期 ～ 2022年12月期 -

」にてお知らせのとおり、「多様な食を、多様な形で、多様な顧客へ」のスローガンを元に、持ち帰り寿し業界

の市場に依存しない、新たな事業モデルの創造と推進を図っております。当社は当該事業方針のもとに、テイク

アウトの寿司業態に依存しない、多角的かつ多機能を有する「小僧寿し」「茶月」への進化を中期経営計画の骨

子と定め、2020年12月期までに、「唐揚げ」「かつ丼」「天丼」などのブランドを併合した新生「小僧寿し」

「茶月」の構築を進めております。そして当期より、更なる価値を提供するための展開として、「小僧寿し」

「茶月」を基点とした小売食品事業への参入を企図しており、株式会社だいまるを完全子会社化することで、以

下の取組みを進めて参る所存です。

 

１）「小僧寿し」「茶月」における「小売食品事業」への参入

　「小僧寿し」の歴史は、まだ市場にお寿司が流通していない時代において、「お寿司をリーズナブルな価格で

御提供したい」という新たな価値創造へのチャレンジが、現在の企業思想に繋がっております。当社は、当期よ

り進める新たな価値創造の一つとして、「小僧寿し」「茶月」の拠点にて高品質でリーズナブルな商品を提供出

来る「小売食品事業化」を進め、持ち帰り寿し事業に帰属していた事業領域を、より幅広い市場へと拡大するこ

とで、当社が歩んだ歴史と同様に、お客様に新たな価値を提供してまいりたいと考えております。

　当該取組みの過程において、株式会社JFLAホールディングスのグループであるメーカー各社との共同し、お客

様に、より価値の高い商品やサービスの開発を進め、ＳＰＣ（サービス・プロフィット・チェーン）の向上を図

ることで、「小僧寿し」「茶月」ブランドを今以上の次元に高めてまいります。その取り組みの一環として、老

舗スーパーマーケット「だいまるストアー」を拠点に食品スーパー事業を展開する株式会社だいまるを完全子会

社化することで、対象会社が有する総合的な小売事業としてのノウハウや拠点としての機能を活用し、「小売食

品事業」への本格参入を果たしてまいる所存です。

（注）SPC(サービス・プロフィット・チェーン)

サービス・プロフィット・チェーンとは、顧客満足（ＣＳ）は、従業員満足（ＥＳ）の企業利益の因果関係を示

し、従業員満足（ＥＳ）がサービスの水準を高め、それが顧客満足（ＣＳ）を高めることに繋がり、最終的に企

業利益を高める、という循環のフレームワークになります。

 

２）デリバリー事業とのシナジーによる「ダークストア事業」の推進

　当社が有するデリバリーブランド「デリズ」は、デリバリープラットフォーム等のWebサイトを中心に食事の提

供を行う「ダークキッチン」を事業の中核としております。当社がデリズを介して有する「ダークキッチン」の

機能に付加し、対象会社が有する総合スーパー事業の機能とのシナジーを図る事により、当社グループが進める

「小売事業化」に新たな側面をもたらせる、「ダークストア事業」の推進を企図しております。

　オンライン注文専用の物流センターである「ダークストア」は、「ダークキッチン」を事業の中核とするデリ

バリーブランド「デリズ」との親和性が非常に高く、当該店舗をダークストアの拠点とすることで、キッチンに

おいて製造した、「出来立て」「作り立て」の商品と、「飲料」「日用品」などの小売商品を同時に配送するこ

とが可能となり、現在のデリバリー事業領域を、更に広域な市場へと拡大することが可能となります。

 

上記に記載するとおり、対象会社が有する食品スーパー事業の機能は、当社グループが進める「小売食品事業

化」を、実店舗上及びオンライン上において、推進を行う為の補完性が高く、相互の機能を活用する事でスピー

ディーな事業展開が実現出来る事から、当社グループの成長に大きな影響を与える事が期待されるため、今回の

決議にいたりました。

（注）ダークキッチン

デリバリープラットフォーム等のWebサイトを中心に、配達専門の飲食店の呼称。

（注）ダークストア

オンラインの受注のみに特化した、ネット販売専用の物流センターの呼称。
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　　株式取得先の概要

（1）名称 株式会社 だいまる　（屋号：だいまるストアー）

（2）所在地 栃木県宇都宮市双葉三丁目８番3号

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役　河村 賢一郎

（4）事業内容 食品スーパー

（5）資本金 10,000千円

（6）設立年月日 昭和41年7月7日

（7）株主 河村 賢一郎、（100%）

（8）上場会社と当該会社と

の関係

資本関係、人的関係、及び取引関係は、すべて該当事項はありません

（9）当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

決 算 期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期

純 資 産 261,534千円 247,708千円 253,637千円

総 資 産 326,990千円 307,007千円 317,476千円

1 株 当 た り 純 資 産 13,077円 12,385円 12,682円

売 上 高 859,357千円 808,174千円 793,123千円

営 業 利 益 △16,551千円 △18,604千円 △15,052千円

経 常 利 益 △12,602千円 △14,626千円 12,769千円

当 期 純 利 益 △11,245千円 △13,825千円 5,929千円

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 △562円 △691円 296円

1 株 当 た り 配 当 金 － － －

 

　　株式取得先の概要

（1）氏名 河村 賢一郎

（2）所在地 栃木県宇都宮市

（3）上場会社と当該会社との関係 特筆すべき資本関係、人的関係、取引関係、及び関連当事者への該当状

況はすべて該当ありません

 

　　取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

（1）異動前の所有株式数 0株

（議決権所有割合：0%）

（所有割合：0％）

（2）取得株式数 20,000株

（議決権所有割合：100%）

（所有割合：100%）

（3）取得価額 取得先との協議において当該取得価額につきましては、非開示として頂

きたい旨の要請がございましたため、開示を差し控えさせて頂きます。

（4）異動後の所有株式数 20,000株

（議決権所有割合：100%）

（所有割合：100%）

 

日程

2021年３月23日　株式譲渡契約の締結

2021年３月31日　株式取得
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高

（千円）

当期末残高

（千円）

利率

(%)
担保 償還期限

㈱スパイシークリエイト

（旧阪神茶月㈱）

第1回無担保社債

（注）１
2013.7.25

752

(752)
－ 3.0 なし 2020.9.30

㈱スパイシークリエイト
第2回無担保社債

（注）１
2014.12.15

1,501

(1,501)
－ 3.0 なし 2020.9.30

合計 － － 2,253 － － － －

（注）１．「当期末残高」欄の（内書）は、１年以内の償還予定額であります。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 22,742 9,055 2.7％ －

１年以内に返済予定の長期借入金 133,219 38,531 1.8％ －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 144,553 170,147 1.8％ 2021年～

合計 300,515 217,733 － －

　（注）１．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における返済予定額は次の通りであ

ります。

 
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

長期借入金 103,876 － － －
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【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、

資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（千円） 1,308,462 2,885,256 4,339,279 6,130,063

税金等調整前四半期（当期）純利益（千

円）
7,749 21,400 26,624 27,230

親会社株主に帰属する四半期（当期）

純利益（千円）
3,411 11,132 14,932 27,433

１株当たり四半期（当期）純利益

（円）
0.03 0.11 0.14 0.25

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益（円） 0.03 0.07 0.03 0.11
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(2019年12月31日)
当事業年度

(2020年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 104,653 106,707

売掛金 199,017 220,408

商品 14,113 62,405

未収入金 28,958 36,557

その他 47,907 100,949

貸倒引当金 △19,002 △19,207

流動資産合計 375,648 507,820

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 822,510 821,818

減価償却累計額 △812,861 △687,338

建物及び構築物（純額） 9,649 134,480

機械及び装置 6,228 3,961

減価償却累計額 △5,914 △3,725

機械及び装置（純額） 314 236

工具、器具及び備品 360,374 344,050

減価償却累計額 △358,631 △308,211

工具、器具及び備品（純額） 1,742 35,838

有形固定資産合計 11,707 170,555

投資その他の資産   

投資有価証券 1,110 1,183

関係会社株式 6,072 6,072

敷金及び保証金 327,927 381,129

長期貸付金 116,950 118,817

破産債権等に準ずる債権 3,417,218 944,885

貸倒引当金 △3,424,168 △946,444

投資その他の資産合計 445,109 505,644

固定資産合計 456,816 676,200

資産合計 832,464 1,184,020
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(2019年12月31日)
当事業年度

(2020年12月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 301,682 287,556

未払金 104,331 175,250

未払法人税等 14,166 40,401

その他 38,688 111,521

流動負債合計 458,868 614,729

固定負債   

繰延税金負債 263 263

関係会社事業損失引当金 314,273 55,834

資産除去債務 176,916 184,565

その他 47,550 49,139

固定負債合計 539,003 289,803

負債合計 997,872 904,532

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,357,966 10,000

資本剰余金   

資本準備金 2,254,081 －

その他資本剰余金 212,594 97,614

資本剰余金合計 2,466,675 97,614

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △5,984,646 174,418

利益剰余金合計 △5,984,646 174,418

自己株式 △7,426 △7,426

株主資本合計 △167,430 274,606

新株予約権 2,023 4,881

純資産合計 △165,407 279,488

負債純資産合計 832,464 1,184,020
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②【損益計算書】
 

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　2019年１月１日
　至　2019年12月31日)

当事業年度
(自　2020年１月１日
　至　2020年12月31日)

売上高   

商品売上高 2,283,295 2,510,408

ロイヤリティー収入 146,072 137,037

売上高合計 2,429,368 2,647,446

売上原価 2,033,531 2,000,125

売上総利益 395,836 647,321

販売費及び一般管理費 301,160 577,196

営業利益 94,676 70,124

営業外収益   

受取利息 515 3,474

受取賃貸料 64,291 60,291

その他 15,182 20,328

営業外収益合計 79,989 84,094

営業外費用   

支払利息 2,026 －

賃貸資産関連費用 47,502 48,854

貸倒引当金繰入額 285,988 －

その他 25,454 27,169

営業外費用合計 360,971 76,023

経常利益又は経常損失（△） △186,305 78,195

特別利益   

固定資産売却益 － 2,000

投資有価証券売却益 9,950 －

債務整理益 59,187 －

関係会社事業損失引当金戻入額 － 33,583

抱合せ株式消滅差益 － 75,364

特別利益合計 69,137 110,947

特別損失   

固定資産除却損 173 138

減損損失 6,214 －

その他 － 4,000

特別損失合計 6,388 4,138

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △123,556 185,004

法人税、住民税及び事業税 3,243 10,585

法人税等調整額 － －

法人税等合計 3,243 10,585

当期純利益又は当期純損失（△） △126,799 174,418
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益剰
余金

当期首残高 2,769,338 1,665,453 212,594 1,878,047 △5,857,846 △5,857,846 △7,426 △1,217,887

当期変動額         

当期純利益又は当期純
損失（△）

－ － － － △126,799 △126,799 － △126,799

新株の発行（新株予約
権の行使）

388,628 388,628 － 388,628 － － － 777,256

転換社債の転換による
株式の発行

200,000 200,000 － 200,000 － － － 400,000

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－ － － － － － － －

当期変動額合計 588,628 588,628 － 588,628 △126,799 △126,799 － 1,050,456

当期末残高 3,357,966 2,254,081 212,594 2,466,675 △5,984,646 △5,984,646 △7,426 △167,430

 

   

 新株予約権 純資産合計

当期首残高 1,842 △1,216,044

当期変動額   

当期純利益又は当期純
損失（△）

－ △126,799

新株の発行（新株予約
権の行使）

－ 777,256

転換社債の転換による
株式の発行

－ 400,000

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

180 180

当期変動額合計 180 1,050,637

当期末残高 2,023 △165,407
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当事業年度（自　2020年１月１日　至　2020年12月31日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益剰
余金

当期首残高 3,357,966 2,254,081 212,594 2,466,675 △5,984,646 △5,984,646 △7,426 △167,430

当期変動額         

当期純利益又は当期純
損失（△）

－ － － － 174,418 174,418 － 174,418

資本金から剰余金への
振替

△3,481,776 － 3,481,776 3,481,776 － － － －

準備金から剰余金への
振替

－ △2,387,890 2,387,890 － － － － －

欠損填補 － － △5,984,646 △5,984,646 5,984,646 5,984,646 － －

新株の発行（新株予約
権の行使）

133,809 133,809 － 133,809 － － － 267,618

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－ － － － － － － －

当期変動額合計 △3,347,966 △2,254,081 △114,979 △2,369,061 6,159,064 6,159,064 - 442,036

当期末残高 10,000 － 97,614 97,614 174,418 174,418 △7,426 274,606

 

   

 新株予約権 純資産合計

当期首残高 2,023 △165,407

当期変動額   

当期純利益又は当期純
損失（△）

－ 174,418

資本金から剰余金への
振替

－ －

準備金から剰余金への
振替

－ －

欠損填補 － －

新株の発行（新株予約
権の行使）

－ 267,618

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

2,858 2,858

当期変動額合計 2,858 444,895

当期末残高 4,881 279,488
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

 

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価を切下げる方法）

貯蔵品

最終仕入原価法

３．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。）

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物　　　　　　　　　　　３～15年

工具、器具及び備品　　　　３～８年

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお

ります。

長期前払費用

定額法

４．引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ　関係会社事業損失引当金

関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する投資を超えて当社が負担することとなる損失見

込額を計上しております。

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

イ　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

ロ　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。
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（貸借対照表関係）

※　関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記されたもののほか次のものがあります。

 
前事業年度

（2019年12月31日）
当事業年度

（2020年12月31日）

短期金銭債権 267千円 1千円

長期金銭債権 3,197,506千円 717,320千円

短期金銭債務 8,850千円 10,616千円

 

（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引に係るものが次の通り含まれております。

 
前事業年度

（自　2019年１月１日
至　2019年12月31日）

当事業年度
（自　2020年１月１日
至　2020年12月31日）

売上高 1,325,837千円 1,098,120千円

営業取引以外の取引高 148,586千円 7,963千円

 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度7.6％、当事業年度3.6％、一般管理費に属する費用

のおおよその割合は前事業年度92.4％、当事業年度96.4％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。

 
前事業年度

（自　2019年１月１日
　　至　2019年12月31日）

当事業年度
（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

給料手当 130,885千円 273,393千円

退職給付費用 5,586千円 7,699千円

地代家賃 11,917千円 39,171千円

業務委託費 30,223千円 35,502千円

支払手数料 62,751千円 61,841千円

貸倒引当金繰入額 2,911千円 △14,159千円

 

※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2019年１月１日
至　2019年12月31日）

当事業年度
（自　2020年１月１日
至　2020年12月31日）

建物及び構築物等 － 138千円

工具、器具及び備品 173千円 －
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（有価証券関係）

　子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式6,072千円、前事業年度の貸借対

照表計上額は子会社株式6,072千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること

から、記載しておりません。

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2019年12月31日）
 

当事業年度
（2020年12月31日）

繰延税金資産    

貸倒引当金 1,054,299千円  334,018千円

投資有価証券評価損 205,288千円  224,986千円

関係会社事業損失引当金 96,230千円  19,312千円

減損損失 23,690千円  34,888千円

資産除去債務 54,084千円  64,365千円

税務上の欠損金 1,412,186千円  2,326,957千円

その他 4,758千円  749千円

小計 2,850,537千円  3,005,279千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △1,412,186千円  △2,326,957千円

将来減算一次差異等の合計に係る評価性引当額 △1,438,351千円  △678,322千円

評価性引当額小計 △2,850,537千円  △3,005,279千円

繰延税金資産合計 －  －

繰延税金負債    

資産除去債務に対応する除去費用 263千円  263千円

繰延税金負債合計 263千円  263千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前事業年度

（2019年12月31日）

 

 

当連事業年度

（2020年３月31日）

法定実効税率 税金等調整前当期純損失を  34.6％

（調整） 計上しているため注記を省略   

評価性引当額の増減 しております。  △34.6

住民税均等割   5.2

その他   0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率   5.7

 

 

（企業結合等関係）

「第５　経理の状況　1　連結財務諸表等　注記事項（企業結合等関係）」をご参照下さい。

 

（重要な後発事象）

「第５　経理の状況　1　連結財務諸表等　注記事項（重要な後発事象）」をご参照下さい。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

資産の種類
期 首
帳 簿 価 額

当 期
増 加 額

当 期
減 少 額

当 期
償 却 額

期 末
帳 簿 価 額

減 価 償 却
累 計 額

期 末
取 得 価 額

有形固定資産        

建物 3,321 57,995 202 2,295 58,818 591,868 650,687

構築物 6,327 74,732 － 5,399 75,661 95,469 171,131

機械及び装置 314 51 － 130 236 2,871 3,108

車両運搬具 － －
－

 
－ － 853 853

工具、器具及び備品 1,742 42,786 － 8,690 35,838 308,211 344,050

リース資産 － － － － － 8,534 8,534

有形固定資産計 11,707 175,565 202 16,516 170,555 1,007,809 1,178,364

　当期増加額の主なものは店舗のリブランド化に伴う増加であります。

 

【引当金明細表】

（単位：千円）

科　目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 3,443,171 965,651 3,443,171 965,651

関係会社事業損失引当金 314,273 55,834 314,273 55,834

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

特記事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 ３月中

基準日 12月31日

剰余金の配当の基準日 ６月30日、12月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

取次所 ───────

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができな

い事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告

する。

公告記載ＵＲＬ

http://www.kozosushi.co.jp/

株主に対する特典 該当なし
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（１）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第52期）（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）2020年３月31日関東財務局長に提出

（２）内部統制報告書及びその添付書類

事業年度（第52期）（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）2020年３月31日関東財務局長に提出

（３）四半期報告書及び確認書

（第53期第１四半期）（自　2020年１月１日　至　2020年３月31日）2020年５月25日関東財務局長に提出

（第53期第２四半期）（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）2020年８月14日関東財務局長に提出

（第53期第３四半期）（自　2020年７月１日　至　2020年９月30日）2020年11月16日関東財務局長に提出

（４）臨時報告書

・2020年２月６日関東財務局に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。

・2020年３月３日関東財務局に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（当社及び当社グループの財政状態、経営成績

及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生）に基づく臨時報告書であります。

・2020年３月26日関東財務局に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時

報告書であります。

・2020年４月８日関東財務局に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。

・2020年５月21日関東財務局に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（当社及び当社グループの財政状態、経営成績

及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生）に基づく臨時報告書であります。

・2020年８月17日関東財務局に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（届出を要しない株券等又は新株予約権等の発行）に

基づく臨時報告書であります。

・2020年９月３日関東財務局に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第７号の３（親会社又は特定子会社の異動及び吸収合

併の決定）に基づく臨時報告書であります。

・2020年９月30日関東財務局に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時

報告書であります。

・2021年２月24日関東財務局に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号（当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況に著しい影響を与える事象が発生）に基づく臨時報告書であります。

（５）有価証券届出書及びその添付書類

・2020年４月22日関東財務局長に提出（第７回及び第８回新株予約権）

・2020年８月14日関東財務局長に提出（第10回新株予約権）

（６）有価証券届出書の訂正届出書

・2020年４月27日関東財務局長に提出

2020年４月22日関東財務局長に提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。

・2020年８月20日関東財務局長に提出

2020年８月14日関東財務局長に提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。

・2020年８月24日関東財務局長に提出

2020年８月14日関東財務局長に提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。

(７)臨時報告書の訂正報告書

・2020年８月20日関東財務局長に提出

2020年８月17日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

   2021年３月31日

株式会社小僧寿し    

 

 取締役会　御中  

 

 監 査 法 人 ア リ ア 

 東京都港区  

 

 
代 表 社 員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 茂 木 秀 俊 印

 

 
代 表 社 員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 山 中 康 之 印

 
＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社小僧寿しの2020年1月1日から2020年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務

諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社小僧寿し及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお

ける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の

責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

重要な後発事象の注記に記載のとおり、会社は2021年３月23日開催の取締役会で株式会社だいまるの株式を取得する

ことを決議し、同日株式譲渡契約を締結した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示する

ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開

示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の

利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。
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・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見

に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフ

ガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社小僧寿しの2020年12

月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社小僧寿しが2020年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備がある

ため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部

統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部

統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査

人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社か

ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる

十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

内部統制報告書に記載のとおり、会社の決算・財務報告プロセスに開示すべき重要な不備が存在しているが、会社は

必要な修正を全て財務諸表に反映している。

これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報

告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性が

ある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかに

ついて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明すること

にある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過

程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任

を負う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結

果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の

事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフ

ガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

   2021年３月31日  

株式会社小僧寿し     

 

 取締役会　御中  

 

 監 査 法 人 ア リ ア 

 東京都港区  

 

 
代 表 社 員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 茂 木 秀 俊 印

 

 
代 表 社 員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 山 中 康 之 印

 
監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社小僧寿しの2020年1月1日から2020年12月31日までの第53期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社小僧寿しの2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

重要な後発事象の注記に記載のとおり、会社は2021年３月23日開催の取締役会で株式会社だいまるの株式を取得する

ことを決議し、同日株式譲渡契約を締結した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経

営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必

要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思

決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
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付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付

意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将

来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフ

ガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出
会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

株式会社小僧寿し(E02775)

有価証券報告書

111/111


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
	２事業等のリスク
	３経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②ライツプランの内容
	③その他の新株予約権等の状況

	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）所有者別状況
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	（１）株主総会決議による取得の状況
	（２）取締役会決議による取得の状況
	（３）株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	（４）取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４コーポレート・ガバナンスの状況等
	（１）コーポレート・ガバナンスの概要
	（２）役員の状況
	（３）監査の状況
	（４）役員の報酬等
	（５）株式の保有状況


	第５経理の状況
	１連結財務諸表等
	（１）連結財務諸表
	①連結貸借対照表
	②連結損益計算書及び連結包括利益計算書
	連結損益計算書
	連結包括利益計算書

	③連結株主資本等変動計算書
	④連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報
	関連情報
	報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
	報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
	報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
	関連当事者情報

	⑤連結附属明細表
	社債明細表
	借入金等明細表
	資産除去債務明細表


	（２）その他

	２財務諸表等
	（１）財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③株主資本等変動計算書
	注記事項

	④附属明細表
	有形固定資産等明細表
	引当金明細表


	（２）主な資産及び負債の内容
	（３）その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

